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 以下、「被告」とは、被告団体の構成員全体をさすも

のではもちろんない。被告団体の一部指導部（基金であ

る「ひかり協会」役員や職員を兼任し給与を受け取る者

を含む）とその影響を受けて不当な行為に手を貸した

り、広告塔として跳梁する者をさす。 

 

■運営の改善を求める一般市民と被害者家族

に、徹底的な攻撃を加える「被害者団体」指導部 

 

 2009年2月18日、岡山市米倉在住の自営業・能

瀬英太郎氏は、「公害被害者団体」の機関紙上

で著しく名誉を傷つけられたとして、機関紙の発

行元である「森永ひ素ミルク中毒の被害者を守

る会」を相手取り、名誉毀損の損害賠償請求訴

訟を起こした。同氏は、記事の内容は嘘の羅列で

あり、“事実無根の記事で著しく名誉を毀損され

た”、として、名誉回復（機関紙上での謝罪記事の

掲載）と損害賠償を求め、岡山地方裁判所民事

部(写真）に訴状を提出、即日受理された。 

 

 能瀬氏は、かつて、同事件の被害者救済運動

を支えた市民ボランティアの一人だが、最近、“現

救済団体は、運動の創始者や改善の為にもの言

う被害者とその家族を敵視・除名排除し続ける一

方で、本来の恒久救済をほとんど実施しておら

ず、運営にも大きな闇がある”として、詳細な事実

を元に数々の論文を発表し続けていた。また、被

害者の親からの要望で、被害者家族の支援を

行っていた。 

 

 ところが、2007年8月20日、現「守る会」は機関紙

「ひかり」(第460号）の第１面を全面使って、「被害

者運動の変質と救済事業の破壊をねらう能瀬英

太郎氏（元「森永告発」）の動き2007.7.29守る会

常任理事会声明」などと大見出しで同氏の名前

をあげつらって個人攻撃をおこなった。（※１） 

 これに対して能瀬氏は、紙面内容そのものが事

実無根の羅列であり、財務面を含めた深刻な問

題を指摘する国民を、嘘で塗り固めた記事を

使って人身攻撃する「被害者団体指導部」の実

態は、もの言えない立場に置かれている重症被

害者救済の視点からみても看過できない、との

立場から、「被害者団体指導部」の異常な独裁的

支配の実態を世に問うべく、名誉回復を含めた

訴訟に踏み切った。 

 

 

■「和解後」20年間にわたり批判者を排除し続

け、組織を掌握。 

森永ヒ素ミルク中毒事件 

市民が被害者団体「森永ひ素ミルク中毒の被害

者を守る会」を名誉毀損で提訴。（岡山地裁） 

証拠から「被害者団体」及び「救済基金」の驚くべき内部実態。 

差別暴言と、素行記録メモなどから判明する基金の「思惑」の数々。 
 

－ 能瀬訴訟（2009.2.18-）における岡山地裁提出文書から － 

2010年2月14日 
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 かつて、「守る会」は組織の変質傾向を是正しよ

うとした指導者を同じように、機関紙1面を使って

徹底攻撃し、しかも反論は絶対に許さないという

スターリンまがいの独裁的な手法で除名排除を

強行し、被害者家族から批判の自由を奪い、現状

組織の実権を掌握するに至っている。 

 

 その上で毎年拠出される、森永乳業からの10億

円をゆうに越える資金が、深刻な被害を抱える重

症被害者には十分補償されず、高齢の親の抗議

（法的措置に基づく人権救済申し立ても含む）を

封殺しながら「自在に活用」されている。2級相当

被害者への年金額の方が、より重症な1級被害者

への年金額より多い、（被害が重症化すると生活

手当てが減額される）などという驚くべき逆転支

給の実態…。また国の障害者年金をゲタ履きさ

せ合算させて、2級と、より重症者の１級の被害者

の受取額をほぼ同額に「そろえて」（頭を切って）

いる実態…。 

 一方で、本来、被害者救済事業として活用され

るべき多額の「救済資金」が、「専従者集団」への

手厚い給与として消耗されているという主客転

倒…。しかもその「専従者集団」がもの言う被害者

に対しては差別的な暴言で抑圧し、その実態を

外部に秘匿するために画策を巡らせている実

態…。このような驚くべき事実は、能瀬英太郎氏

の実証レポートとして初めて表に出た。 

 また、このような実態に対し、国と森永乳業は、現

団体（「公益法人」である財団法人含む）と定期的

に接触をしているが、運営実体は正されることな

く、依然として奇妙な沈黙が保たれている。この沈

黙も20年を越えるとなると、「救済事業の後退」＝

「加害企業の都合優先」のシステム構築と、その

動きへ抵抗する被害者への分断支配が行われ

ているという見方が生れてきても仕方ない。 

 それは森永ヒ素ミルク中毒事件に潜むあまりに

おぞましい弾圧のDNAをあからさまにしており、

公害事件としてまったく「未解決」事件であり、被

害者への再度の抑圧的支配が新しい手法で再

開されている、という公害問題の闇を再提起する

ものになっている。 

 更にまた「未解決」の現状を無原則的に礼賛

し、公害問題の現実、その深刻な被害を矮小化

し、軽視する言説を意図的に流布する集団の存

在が、第二の公害を準備し、あたらな公害犯罪の

共犯者と認識されるとしても、それはまた、自然な

ことである。 

 

■記憶の風化が招く公害の再発 

 

 現在の同事件の重症被害者の抱える問題を直

視すると、半世紀たっても変化しない公害問題の

本質を見出さざるを得ない。  

 我が国において、食の安全にかかわる問題が

何度も何度も懲りずに発生する起源の一つが、こ

の戦後初の食品公害事件の和解後のあり方の

異常性と、それを黙殺する広域かつ政党政派ま

でが加担した共犯者ネットワークの存在に起因

すると考える。 

 「被害者救済に骨を折っている森永の元社員」

といった「美談」が一部メディアで麗々しく「感動

的に」展開される一方で、被害者家族が重苦しい

現実に憤りを示し、それを発言することに対して

「被害者団体」が弾圧を加えている事実、この二

つの相矛盾する現状を直視するとき、第二の、し

かも最高に巧妙な粉飾をもった巨大な犯罪が開

始されていると推測するのは邪推にすぎないの

だろうか？  

 公害事件のおびただしい死者たちは、真実の

解明を天上から望んでいる。「死人に口なし」と秘

かに考え、己さえ良ければと、苦しむ者の現実に

目を閉ざし、私腹と私権を肥やす者たちを天が

許すことはない。  

 

■変質した被害者団体により中身が転倒、似非

化した「恒久救済」。 

 

 他の賠償金一時支給方式の公害事件と比較

すると、現状の森永事件の被害者は、救済基金
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が当初約束した救済事業をほとんど実施しない

ことにより、実質的に金銭支給に矮小化され、一

時賠償打ち切り方式より、さらに低俗な制度と化

している。 

 その現状であるところの、恒久救済ではない打

ち切り賠償方式化した現状を素直にみた場合、

森永事件の被害者は、当然受け取る権利のある

補償額のごく一部を「恒久」という名の下に、長期

分割払いで受け取っているに過ぎないという構

図が明確になる。（※２） 

 

 しかも余命率の低下で死亡と共に早期に支給

が打ち切られると、総支給額は著しく低下する。

打ち切り方式よりたちが悪いのは、高額の給与を

手中にする専従者集団が、被害者へ流れる救済

資金を多額に浪費している事実である。「恒久救

済」は、彼らの存在理由を自己弁護する単なる口

実・表向きの看板に堕している。 

 

 恒久救済対策は、被害者に健常者と同様の人

間らしい幸せを実現するためにあらゆる努力を

投入する、との理念を実現し、約束された救済事

業内容が発足当時の精神で、誠実かつ完全に

実施されれば、その時点ではじめてかろうじて評

価されうるものである。 

 ところが、「恒久」という外形だけが看板とともに

悪用されると、単純機械的な「長期」となり、「長期」

のなかで金銭支給に集中傾斜すると、今度は一

時金賠償方式より俗悪なものに成り下がる。しか

も賠償総額の圧縮が可能となるトリックも可能と

なる。 

 さらに恒久救済が形骸化すると、その美名の看

板は、実際には行わない「救済事業」を「推進する

ため」と称した専従者集団が、恒久的に巣食う格

好の口実となる。 

 多くの資金が人件費などの固定費と彼らが被

害者支配の都合で配置する取り組みに消費さ

れ、一部の者の利益を優先する集団の根城へと

変貌する。これらの相乗効果により、逆に「加害者

への負担軽減」と「被害者への非道で差別的な

抑圧的管理支配」が徹底されるといった現象が

起きる。 

 

 「基金方式」を「救済案」として「お勧め」する動き

には更に注意が必要だ。一時金賠償支払い方

式では、職業的政治集団が入り込む余地がない

が、「基金」組織が誕生した場合、そこへ政治集団

が入り込みそれにタカって前述のように根城とし、

恒久的にピンはねを続けることが可能となる。「性

善説」でそれを防止することは不可能だ。最初は

天使の顔をして近づいてくるからだ。１０年くらい

たって、組織の中枢にシンパが送り込まれた頃

に、突然浮上が始まり、市民的良識への牙がむか

れる。おかしいと思う被害者家族には、奴隷にな

るか、追放に甘んじるかの二者択一が迫られる。

一歩間違えると、金の力と「被害者組織」という「看

板」を最大限活用して、外部からの批判を封殺し、

長期に亘って不正常な運営が可能になるという、

諸刃の剣的要素があることに大きな注意が必要

だ。 

 
 (詳しくは下記掲載、能瀬英太郎氏のレポート 

「森永ヒ素ミルク中毒事件 発生から50年」 を参照） 

 

 しかし、「和解」と「救済機関発足」後、20年以上

黙らされてきた被害者家族も、鬱屈した怒りが爆

発し始めている。 

 

 

■被害者家族が「被害者団体」らを相手取って

「人権侵害」を申し立て 

 

 被害者サイドでは、救済のあり方を問題視する

被害者家族が現「守る会」内で発言機会を奪わ

れる言論妨害事件が近年、次々と明るみになっ

ている。（出典：2003.6.25付山陽新聞報道） 

 それを契機として、広島や岡山において、重症

被害者の親が現「守る会」「ひかり協会」を相手

取って、各地の「人権擁護委員会」に「人権救済

申し立て」を起こしている。（出典：2003年6月25日

付読売新聞岡山版報道記事）  事件番号：

2003年6月24日の岡山県における人権救済申し

立て事件（岡弁庶第33-1号）及び、2003年7月8

日の広島県における人権救済申し立て事件（広

弁第57号）  

 なお、現「守る会」は人権救済申し立てを行った

岡山県倉敷市在住の重症被害者の父親に対し、

新聞記事では「父親に説明をする」と言っておき

ながら、その後この父親は権利停止処分（無期

限）となった。 

 
同民事裁判の事件番号は 

「平成２１年（ワ）第２４９号損害賠償等請求事件」 

（所属 岡山地方裁判所 第２民事部２A１係） 

 

■証拠書類が次々に提出。現状の一端、遂に明

るみに。（岡山地裁にて誰でも閲覧可能） 

 

 裁判資料は公開されており、岡山地裁第２民事
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部２A１係にて、

所定の手続きを

経 れ ば、誰 で も

自由に閲覧でき

ます。原告側の生々しい証拠も豊富に提出され

ており、被害者の親への行動監視記録としか思

えない書類（甲第４５号証）や、被害者本人への

すさまじい差別的言動の数々（甲第４４号証）な

ど、現状の一端が明らかにされつつあります。 

 

 これらの証拠をみれば、裁判が本来、能瀬氏個

人に帰する裁判ではなく、森永ヒ素ミルク中毒事

件「和解後」の約３０年近くにわたって「当事者団

体」というオブラートで強力にガードされてきた深

い闇をえぐる初めての勇気ある試みを示している

と言えるでしょう。 

 （なお閲覧に当たっては、資料は裁判所内部で

使用されていることもあるので、事前に、岡山地裁

代表番号へ電話の上、第２民事部２A１係へつな

いでいただき、そこで閲覧希望日を連絡の上、訪

問されることをお勧めします。） 

 

 

■組織病理を反映した確信的暴言の数々 

 

 とくに、「甲第４４号証」の内容を精読すれば、偶

然的な不規則発言ではなく、組

織病理を窺わせるものばかり。

「和解」後、数十年の長きに亘っ

て、どんな思考構造を持つ者が

公害被害者を管理支配してきた

か、そして救済基金に対してい

かなる思惑を巡らしているか、な

どについて容易に想像できま

す。 

 

 なお、甲第４４号証の暴言記録

は、それを受けた被害者家族に

よる人権救済申し立て時にすで

に提出済みの証拠書類。発言者

からの（手短な）「詫び状」までついており、行為者

自身が認めざるを得ない事実のようです。被害者

への罵詈雑言の類は、もはや語るべき言葉も見

当たりませんが、さらに注意がいるのは同証拠８

ページ、４ページ付近の発言。救済基金への彼ら

の思惑を示しており、背景事情まであからさまに

しています。 

 

 

■発言記録からわかる問題点 

 

 特に、差別暴言記録の証拠文書は、その内容

のほとんど全部が人権侵害発言で埋め尽くされ

ていますが、見落としてはいけないのは 

 

１．特異な一個人の偶然的発言ではなく、 

  古参職員と束になった複数職員の言動であ

ること。 

２．金の流れを構造的に知った上での確信的な

発言が多すぎる。 

  つまり、 

  救済基金への財団職員の思想を明瞭に示す

発言が多数あること。 

３．えげつない言動の底流にある目的とその策源

地を見落とさないこと。 

 

 特に２については提出文中を赤字で強調表示

しています。なお掲載に当たっては被害者のプラ

イバシーを完全に保護するため、すべて仮名に

変更しておりますので、ご了解下さい。 

 

 

■今後の情報公開予定 

 

 

【写真】９年にもわたって、もの言う被

害者家族への行動監視記録がつけ

られている。まるで秘密警察である。 
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 当館は、この裁判は被害者とは異なる一市民が

提起したもので、「当事者団体」の変節という最悪

の事態への、市民・国民の側からの監視という新

たな概念を具現化したものとして、我が国の公害

【岡山地裁提出証拠】 
（注これは山本明子（仮名）さんの書いた手記です。ご本人の承諾

を得てわかりやすくするために、最小限の字句の訂正を加えまし

た。その他文章の初めには見出しを付けました。） 

私へのひかり協会職員の

暴言の数かず 

もう前のこと、Ｏ さんとＡ さんが家に来た時もおなじことを

言った。それからだいぶ後、事務所（ひか 

り協会）にて 

 

Ａ さんが「これから先、ひかり協会に何を望むか、あったら

参考のため聞かして欲しい、どんな考えか」 

私がちょっと不足を言った。 

 

「いつまでも、こんなことばっかりイヤなので、森永から直接

もらえるようにして欲しい」と言ったら、Ａ さんが怒って「皆で

決めたこと、決定しているのに、なにゅー言う！頭わりーん

か！そんなことできるわけない、やれるわけない、誰のおか

げで、ここまでなっとる、何んもわかっとらん」と言われた。 

「ひとが遠慮して下手に出、フンフンと黙って聞いとるといい

気になって誰も回りにおらなんだら手が出とる。頭の程度ど

のくらいか、頭を割って脳の中見てみたい。アイキューなん

ぼある言ってごらん！答えれんの！あんたがここへ何をし

た、何にも一人でようするもんか。できもせんはず、何が気

に入らんのか、何が不満か！不自由な体をもっと動かんよ

うにしたろか……。あんた一人くらいおってもおらんでも困

らん。気に入らんのんなら、ひかり協会から脱退し離れて関

係ないようにしたら、辞めてしまえ！親がおらんようになった

ら分かる。どうこう言うてもお金はいる……、辞めれん、女は

単純、月日が経ったら忘れる、怒るんはその時だけ」 
 

Ｋ さんのことも、お金の差額のことも色々あり、父がＡ さん

を家へ呼んで「あんたが辞めえ」とおこってもらった。あんな

ところ行くところじゃあないとＩ さん（職員）になった時きい

た。（Ｉ さんには何も言われませんでした） 

 
９４ 年（平成６ 年）１２ 月８ 日（木）食べ物のアンケートで自
宅に来た日Ｍ さんが「事務所に出てくる人は皆それぞれそ
れなりにやりょうります。程度が低いからなーたいへんで
す。明子さんもどの程度かなー」 
「親は頼りにならんようになるのに、みよーたらわかるじゃ
ろー。明子さん、医者ぎらい、そんなことばかりは聞いーと
れん！自分勝手はさせない、いつまでも言わしゃーせん
よ！自分の思うようになると思うとったら間違い、40 にもなっ
て。森永と「ひかり」は切っても切れん、団結しとかんと森永
が違う方へ向かんようにちゃんとしとかんと」 

「どうしても言うことを聞けんのなら、自分の思うようにしたら、

私には関係ないよ。調子が悪うても一応は文句いう、こっち

の言うようにしとったらええのに。悪いようにはせんのに、昔

の古いこと、たいしたことない小さいこと、いつまでも根にもっ

とんじゃー！なにかにねらわれたら……おそろしい！ 

患者、被害者の親が頼む、頼む。皆、職員をたよっとんのに、

頼るようにしとるのに、あんた一人変わったことを言う」「普通

じゃーないのに、悪いくせに！わかりやすーいうたら、自分

のできんこと、親がわり、お手伝いしょーんよ。明子さん→ 

→の所へお金がちゃんちゃんと入る、当たり前、そういうの

も、我々のような立場の者が動いて、森永と話しをつけ、毎月

遅れたこともなく、今まで遅れたことは一回もない。遅れたら

黙ってないはず、……親がうるさい。明子さんはどれくらい、

ほかの人には……そんなことばっかり考えてきた。どうしたら

よいか、そんなことの毎日なのに、することはちゃんとしとる。

したのに悪ういわれる事ない！」 

「お母さんがお金の方はされとると思うから、わかるはず。自

分ができないことは言わず、事務所の人が言ったから、こん

なになった、こんなことにさせられたと責任を人に押し付け、

自分が悪いくせに、責任転嫁し逃げるようじゃあいけんと思

うんよ」 

「事務所は悪くない（遠回しにいう）相手が悪い、本人に責

任、そんな人多いんよ！」 

「一人では生きていけんのんじゃから人の世話にならんと

いけんのじゃろ。あんたに何ができるん、一般社会に出たら

うけいれてくれると思うとん！相手にされんよ、普通じゃあ

なにのに、障害があるのに、悪いのに！こっちのこと聞けん

のなら……」 

「親に何かあった場合、本人が困るから事務所の方へ言い

に来ても誰も相手にせん！しらんぷりする、される、助けな

い、泣くのは自分！こういうふうに注意するのも最後になる。

明子さんと言わんようになる」 

「親亡きあと、親がおらんようになったら、明子さんが一人生

活できるか。町内付き合いできるか、聞いてみる。親と一緒に

このまま過ごすか、皆と同じようにするか、自分で自分の首を

しめるようなことしょうる！」 

「両親そろっている時はいいけど、一人欠け、二人ともおらん

ようになった時兄姉がいつまでもめんどうみれんから、悪い

けど施設へいってくれんかと言われるよ。明子さんのために

言ようるんよ。自分のいく道考えた方が……頭に入れとかん

と、人がしてくれるからと言うて甘えたらいけん！自分も手を

かさんとせんといけん」 

「赤い手帳（身体障害者手帳）あるん見せて、一人一人知ら

んといけん。無理は言わん。私が明子さん知らんから、ちょっ

と付きおうたらわかる。私帰った後、何日かかっても、よく考え

てみなさい」 

 

その後またこの日のことを思い出して書き足す （Ｍ さんの

発言） 

１ 親が元気で、今はおるからいいけど、いつまでも元気とは

言えんじゃろ。親に何かあった場合本人が困るから事務所

の方へ助けを求めて言ってきても、今まで自分の思うように

して来たんじゃか 

ら、本当に困った時、誰にも相手にされんようになる。事務所

の方もしらんぷりする、される。親は頼りにならんようになっと

るのにいつも見ようたらわかるじゃろう！皆に世話にならん

とやっていけんのじゃろう。 

２ 赤い手帳あるん、見せてー、一人一人のこと知らんと……

無理とはいわんけど 

３ 親がおらんようになったら、明子さんが一人で生活できる

か。町内の付き合いは、山本明子（仮名）さんはどんな人か、

よーう知らんといけんし、聞いてみんといけんなー。 

４ いつまでも自分勝手はさせないとのこと、そんなことばっ

かり聞いとれんし、言わしゃーせんよ。 

 

（この後も延々とつづく）後略 
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救済運動史に特筆されるべき歴史的試みである

と考えている。学術的にも非常に意義のある事件

と考え、周辺証拠資料、被告側とその背景の動

向、被告側弁護の特徴や問題点、その背景につ

いて、分析を開始した。 

 また、裁判の内容は、現状の改善を求める人々

にとって重要な意味を持つので、情報公開の理

念にそって、順次対応していく。能瀬氏の勇気あ

る行動は、市民主義のモデルケースとも言えるも

のだ。多くの人々に有為な参考となろう。当館は、

状況をみながら物証（地裁提出証拠に限らない

ものも含む）を公開していく。 

 また、事件後半世紀以上もたって、再度、事件

の全体像を歪曲し、そしてなにより現状の問題点

を敢えて黙殺し、「美しすぎるちょうちん記事」を

書く媒体まで登場してきた。政治目的はよく分か

るが、「歴史は繰り返す」という事例。後世に汚点

を遺すだろう。 

 物証公開は、裁判スケジュールとは関係なく、

独自の判断に基づき実施する。 

 

 

 

【紹介】原告：能瀬英太郎氏 （のせ えいたろう） 

 

岡山市米倉在住 自営業 

元岡山県作家協会会員。 

仕事の傍ら、文学・小説などを執筆。雑誌、書籍に

発表している。 

フリールポライターとして 

各種事件のノンフィクションドキュメントも執筆し

ている。 

 

『砒素ミルク１』 

『砒素ミルク２』（『森永ミルク事件史』収蔵） 

『砒素ミルク３』など、 

当時の「守る会」救済運動の発展に不可欠で

あった上掲の重要書籍の編集と出版を、純粋な

ボランティアの立場から手弁当で取り組み、森永

製品不買運動などに多大な貢献をした。「恒久

救済対策案」を普及・実現させる「守る会運動」を

強力に支えた市民ボランティアの一人。今となっ
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ては、本来の被害者救済運動における見識と理

念を知悉する数少ない人物の一人である。（※３） 

 

（例） 

砒素ミルク 〈１〉 ― 森永と共犯者たちによる被害

者抹殺の１６年 

谷川正彦 能瀬英太郎  （1971/06 出版） 247, / 

18cm / 新書判 NDC分類： 493.153 

 

 その功績もあり、かつて「森永ヒ素ミルク中毒の

子供を守る会」（当時）から正式に委嘱を受け、事

件の発生から20年間の苦難の歴史を集大成し

た『森永砒素ミルク闘争20年史』を世に送り出す

ため編集委員として活躍した。 

 

 その後、「救済」組織の変質とともに、森永事件

問題から遠ざかっていたが、故・岡崎哲夫氏の死

去を契機に、2001年に、同事件の闘いの歴史を

まとめたルポルタージュ『紙のいしぶみ』を発表。

雑誌『週刊 金曜日』誌上でルポルタージュ大賞 

報告文学賞を受賞した。 

 この作品は、我が国の若い世代が同事件の歴

史を数十年ぶりにふり返る重要な契機となり、大

きな注目を集めた。 

（能瀬英太郎氏の取り組みを報じる記事 【中国

新聞】 【読売新聞】 【毎日新聞】 ） 

 

 その後も同氏は雑誌等で、公害被害者の将来

を憂慮する一般国民の立場から、“現状の組織

は、運動の功労者や改善のための批判を行う人

物を攻撃し除名排除し続ける一方で、被害者救

済事業においても大きな闇があり、被害者が不

当に扱われている”と、発言を続けている。そして、

“財団である基金運営団体は公的性格が強く、

透明性が強力に求められるものであり、国民から

の批判を真摯に受け止め改善すべき”、との常識

的視点から、“現「救済」基金＝「ひかり協会」”指

導部の事業実態を明らかにするルポルタージュ

も自主的に発表し続けている。（※４） 

 

「週刊 金曜日」422号 P21. 『森永ヒ素ミルク事

件 後退する被害者救済 “ひかり協会” に娘の

未来を託せるか』（能瀬英太郎） 

 

 中国で発生した粉乳メラミン中毒事件、我が国

の事故米ロンダリング事件など、食の安全を大き

く揺るがす事件が内外で頻発する中、森永事件

の教訓が改めて見直されている。７年先んじて発

表された同氏の問題提起の先見性は注目に値

する。なにより、真摯に耳を傾けるべき内容が豊

富であると、研究者からの評価も高く、公式の学

術論文でも引用されている。 

 良心的な一国民に過ぎない能瀬氏を、そこまで

やっきとなって攻撃する背景には、彼らなりの何

か相当な「あせり」があるのかもしれない。 

 
能瀬英太郎氏の最近著作 

 

『紙のいしぶみ』 （「週刊金曜日」 ルポルター

ジュ大賞 報告文学賞 受賞作品）  

第１０回の項を参照 

『人権擁護委員会は頼りになるか』 （「週刊金曜

日」５８６号P63.論争） 

 

●ダウンロード可能PDF版 『森永ヒ素ミルク中

毒事件 発生から50年』  

 

 

■今次訴訟の社会的意義 

 

  公害被害者団体の正常な運営はいかにして

担保されうるのか？ 

  被害者の人権が、当事者団体によって侵害さ

れている場合、 

  民主主義社会の是正機能としてどのような選

択肢が存在するか？ 

  上掲の問題に対して加害企業はどのような責
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任を有するのか？ 

 

 当資料館としては、この問題を直視すれば、能

瀬氏の個人的訴訟ではなく、以下の深刻な社会

的テーマを包含していると考え、この問題に対す

る行政やメディアの対処姿勢をも含めて、注視し

ている。 

 

１．広範な国民の支援とそれにおされた厚生省の

仲介で金銭的にも成果を獲得した公害救済団

体が組織上の独裁的で不明朗な運営実態を指

摘する外部の良心的な一国民に対し、見境のな

い人身攻撃を加えることが、憲法規定上許される

のか？ 

 

２．同上の団体が単なるイデオロギー的背景か

ら、こういう事態に陥っ

ているのか？または、

背景にはもっと別の要

因やコントロールが働

いているのか？ 

 

３．仮に私企業犯罪の

被害者である公害被

害者団体の指導部が、

特定の政治勢力に囲

い 込 ま れ、

原因企業と

癒着してい

る か の よ う

に、物 言 え

ない重症被

害 者 へ の

管理支配を

優先させる

行動に出た

場合、一般

社会はどの

ようにそれを監視監督し、メディアや関係機関は

どのような役割を果たす必要があるのか。 

また、そのような事態に陥った当該団体指導部

は、どういうプロセスで社会的規正を受け、是正さ

れるべきなのか？ 

 

 国民生活に直結する深刻なテーマとして受け

止めている。 

 

 公害事件の歴史が捻じ曲げられて偽造され、も

の言えず身動きできない重症被害者が巧妙に

管理され、それを告発する高齢の親の叫びも押

しつぶされ、見かねた良心的な一国民がまったく

「割に合わない」リスクをとって外部から指摘、問

題提起をしている場合、それは、すでに戦後民主

体制の根幹にかかわる問題であると考える。そこ

に確実に光が当てられなければ、真の正義は霞

んでしまい、民主主義の根幹である「組織内民主

主義の維持」「民主主義そのものの機能不全へ

の是正機能」の形骸化が進行すると考える。 

 

 我が国の戦後民主主義のあり方にもかかわる

テーマとして、司法がどういう判断を下し、関係機

関がどう動くのか、その行方を注視し、積極的な

情報公開も実施していく。 

 

 

■能瀬氏が発表した最新レポート 

（ｐｄｆ形式 ダブルクリックすれば、ダウンロードで

きます） 

 

—————————————————————————————— 

注釈解説 

(※１) 

 機関紙の見出しは、「被害者運動の変質と救済

事業の破壊をねらう能瀬英太郎氏（元「森永告

発」）の動き」であるが、名前の後の「氏」の部分を

（写真） 

「砒素ミルク」（著者：谷川正彦・能

瀬英太郎 「森永告発」出版）の必

読を呼びかける、前「こどもを守る

会」機関紙「ひかり」19号1面記事。

これ一つをみても運動が極めて苦

しい時期に「森永告発」の果たした

意義の大きさは明白である。このよ

うな一般国民からの無償の愛情と

支援の事実を否定し、歴史の全体

像を歪曲してはばからない現「団

体」の、人としての感謝の気持ちの

なさには、あきれるばかりである。 



     9 

 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館 

©Museum of Morinaga Arsenic Milk Poisoning Incident. 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館  http://ww3.tiki.ne.jp/~jcn-o/hiso.htm 

ご丁寧に1/2相当の小文字にしている。アリバイ

的に「氏」をつけているものの、良心的一市民を

事実上大見出しで「呼び捨て」にしているわけで

ある。このような噛み付き方をする集団がだいた

いどのような背景を有するか、賢明な国民ならす

ぐにわかることである。耳を覆いたくなる差別暴

言といい、品性のあまりの低さを感じずにはいら

れない。 

 

（※２） 

被告はこれを指摘されると、「この事業は賠償で

はなく福祉である」と言いはじめた。「最高の福

祉」を目指した創設者を謀略的に除名し、救済か

ら 福 祉 の 理

念 を そ ぎ 落

とすことに腐

心 し て き た

被告、もの言

う 被 害 者 を

大量に除名

し て き た 被

告 の ど の 口

がこのような

物言いをす

る の だ ろ う

か？ まじめ

に福祉事業

を や っ て い

る人々が怒

るだろう。 

 人権救済

申 し 立 て と

そ の 文 書、

批判意見を

提示する被

害者家族へ

の冷酷な仕

打 ち、基 金

職員の本音

が莫大に吐

露された差別暴言記録の証拠等、裁判で明るみ

になった証拠書類のひとつでもみれば、おどろ

おどろしい現実が明々白々である。どこに福祉の

精神があるのだろうか？摩訶不思議な話である。 

 美辞麗句列挙、日本語への冒涜は、たいがい

にすべきである。 

 

（※３） 

 今から３０年以上前の話であるが能瀬英太郎

氏は「森永告発」の創設に参加した。「森永告発」

は重要文献「砒素ミルク」（１）から（３）までを膨大

な労力をかけて出版した。その書籍は、医療関係

者から学識経験者、ジャーナリスト、市民に広く読

まれ、その理論的影響力は計り知れない。「告発」

に一時席を置いた人々も今は７０歳近いが、まだ

まだ元気で、各分野の一線で活躍中である。しか

も、現「守る会」「ひかり協会」の現状を深く憂慮し

ている。当然であろう。 

 もともと「守る会」運動は一般市民・国民と共に

歩んでいた。市民が今も森永事件被害者の救済

の現状に関心を持ち、意見を持ち、問題提起す

るのは当然のことである。 

かつて多くの良心的市民が拠り所とした「森永告

発」を、今は存在しないことをいいことに勝手気ま

まに攻撃するものたちは、 

 

１．そもそも「森永告発」が被害者団体とのコンセ

ンサスの上で作られたものであるという事実を知

らない。 

２．「森永告発」の若いスタッフ（医療関係者や学

生）がどんなに純粋な暖かい心で「守る会」を支

援していたのかも知らない。 

３．１．２．を知らないということは、基本的な歴史的

事実を知らないこととイコールである。したがって

「森永告発」が果たした巨大な歴史的役割は当

然理解できない。 
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（※４） 

 能瀬氏への誹謗中傷の論理構造から底流に

ある政治目的を分析すると 

１．現組織に抗議して批判的社会行動を起こす

被害者家族を孤立させ一つずつ潰す。 

この一点に尽きると思われる。 

 

 2000年に入って被害者の親が高齢化し、介護

疲れなどで共倒れになりかけている中、現状の

救済姿勢に憤りを募らせ、被害者家族は次々に

人権救済などの訴えを起こしている。 

 この動きを封じ込めるべく、一連の動きの真実

を捻じ曲げて被害者に伝え、同調者が現れない

ようにしようとしている。そのため、支援者に過ぎ

ない能瀬氏をことさら攻撃し、事情を知らない会

員には「彼がけしかけたのだ」と事実を180度捻じ

曲げて宣伝し、現組織を批判する被害者を「外

部のものに踊らされるだけの愚かな追従分子」と

決め付け、共感を排除した上で、被害者家族を

簡単に除名し、事情を知らない傘下会員を細か

く分断支配する。 

 批判や要望を直接組織に持ち込む素直な被

害者には、次のようなお経を唱えて困惑させる。 

 曰く「文句を言っているのはあんただけだ。あん

た以外の被害者はみんな感謝しているよ。あん

たが文句をいうと、他の感謝している被害者がみ

んな迷惑するんだよ…」。 

 この呪文が、抗議する被害者に唱えられる。 

 だから、これまで能瀬氏の一連の指摘そのもの

に、基金や被害者団体指導部は、はじめから誠

実かつ具体的に反論するつもりがない。もっとも、

当たっているから、反論も出来ないのだが、その

必要もなかったのだ。上掲の「はた迷惑論」でこ

れまで十分に被害者家族の声を封じ込めてきた

からだ。それが、だんだん、そうも行かなくなってき

たようだ。 

 

1970年、まだ健全だった「森永ミルク中毒のこども

を守る会」機関紙「ひかり」の主張  

 

「森永事件以後、同じような事件が

次々と起きています。私達が十五年前

に、もっと徹底的に森永を糾弾してい

たならば、カネミ油症事件は起きなかっ

たし、もし起きたとしても、もっと正しく処

理されていたはずです。 

 こう考えてくると『自分の子供は大し

て悪くないから』という理由で黙ってい

ることは、結果的には森永に加担した

ことになります。 

 事実、森永は十五年前にも、そのよう

な人を利用して、事件をヤミに葬る手

段に使いました。曰く『森永の処置に十

分満足している』『森永に感謝している

人が沢山いる』『騒いでいるのは一部

の人たちだけである』と。 

 今、森永はふたたび、この使い古した

手を使って、こどもを守る親の悲痛な

声をおしつぶし、社会正義のためにた

たかう国民の努力を圧し殺そうとして

います。 

 被害を受けた人たちが、どのようにさ

れても感謝するはずはないし、こどもを

元に返して貰ったからと言って、森永

の犯した罪が許されてよいはずはあり

ません。」 

 
（説明） 

文中の「１５年前」とは１９５５年、すなわち事

件発生時のことである。つまり、この「森永へ

の感謝」という表現は、被害者を分断支配

するとき森永乳業が繰り返し使ってきた常

套手段であるということだ。  

 

何者かが一番恐れているのは、能瀬氏の努力で

正確な客観的事実解明に基づく歴史認識が広

がり、被害者が「となりの被害者の声」に耳を傾け

るようになり被害者の声が社会的に表面化する
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ことだろう。 

 攻撃の真のターゲットは実は能瀬氏ではなく、

現状に疑問を抱く被害者家族そのものである。

被害者家族に、「聞くな」「見るな」「言うな」を要求

するわけである。この手口は、本来、犯罪企業が

内部告発者の排除に活用する手法である。真に

公明正大で正しいことをやっているという自負が

あるなら、どんな批判も一つの事実の反映として

受け入れ、聞く耳を持ち、改善提案としてむしろ

歓迎できる度量があるはずである。 

 

 もとより能瀬氏は、「名誉毀損」を闘いながらも、

個人的憤りから自分の問題を闘っているのでは

ない。裁判を通じて被害者団体に巣食う悪徳の

事実を明らかにしようとしているのである。真実を

捻じ曲げる嘘と暴論が公害被害者団体の機関

紙で平然と展開される現状を憂い、改善し、被害

者団体が事実をすき放題に捻じ曲げ圧殺するこ

とは許されない最低限の条件を微力ながら作り

たいと願っているだけである。 

 一銭の得にもならないのに、えげつない人身攻

撃を平然と行う組織に敢えてコミットし、その問題

点を外部から指摘するという同氏の行動。そこに

は、被害者の姿を当時から良く知り、救済運動の

真の歴史を知悉しているがゆえに、被害者が置

かれている現状を見て見ぬふりができないだけ

である。そしてかつての支援者としての使命感か

ら、正しい社会の発展を願う日本国民の一人とし

て、長らくメディアからさえも見過ごされてきた問

題に一石を投じたいと考えているだけである。 

 このような真の市民とも言うべき人間の存在は、

日本の民主主義にとって、かけがえのない宝で

あるはずだ。 

 

 公害被害者という最も弱い立場にある人々が、

まず毒物摂取で殺され、次に後遺症で殺され、更

に余命低下の早期死亡で殺され、そして、生きて

いても腐敗した「救済」団体から物心両面でいじ

められている。何度も何度も…。改善を求める被

害者とその家族は、現状が変革されなければ、死

ぬまでいじめられ続けるだろう。 

 さらに悲惨なことに、主要にいじめられている重

症者とその家族は、介護だけで共倒れの危機に

あり、現団体を変えるエネルギーさえままならな
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い。そこに被害者団体指導部は巧妙につけ込ん

でいる。 

 

 この、まるで閉鎖病棟監視システムのような現状

を、社会が黙認し、自らの社会にその温存を認め

れば、その災厄はいずれ民主主義社会全体へ

ふりかかる。事実このような監視支配システムを

「唯一の恒久救済」と賛美しつつ、隙あらば根城

を拡大しようとして、他の公害や事故災害で、被

害者団体に触手を伸ばしている党派が存在す

る。これもまた見ようによっては公害だ。第二の被

害が生れないよう祈るばかりである。 

 

 国民一人ひとりが勇気をもって、「当事者団体」

の「被害者以外は文句をいうな」などという妄言を

相手にせず、「一般国民の支援のおかげで基金

ができたのですよ。日本の民主主義という制度の

中で初めて存在を許されているんですよ。国民の

声を聞き、謙虚になり、説明責任を果たしなさい」

と教え諭す必要がある。そして、その妄言の背景

に、もっと別の力が働いているとしたら、第2の公

害犯罪として新たな取り組みが開始される必要も

あろう。 

 

 

--------------------------------------- 

【公文書検証 編】 

岡山地裁提出準備書面の公式文書から明

らかとなる 

被告 : 「森永ひ素ミルク中毒の被害者を守

る会」指導部 の異常な思考方法。 

 
批判の声を上げる重症被害者家族を、公式に「敵」

扱い。 

評決より、見せしめを優先するかのような劣悪なプロ

パガンダ文書。 

（以下、「被告」とは、被告団体の構成

員全体をさすものではもちろん無い。被

告団体の一部指導部（基金である「ひか

り協会」役員や職員を兼任し厚待遇給与

等を受け取る者、特殊な党派的イデオロ

ギーで統制支配を好む者たちを含む）と

その影響を受けて不当な行為に手を貸

す者をさす） 

岡山市米倉在住の自営業・能瀬英太郎氏から名

誉毀損の損害賠償請求訴訟を提起された、被告

「森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会」は、岡

山地方裁判所に三回目となる準備書面を提出し

た。その内容は、嘘の羅列の一方で、意味不明の

主張も多く、被告の体質を垣間見させる事実がお

びただしく散見されるので、以下、比較対照形式

で具体的に紹介したい。 

  

 公式の公開文書である準備書面での由々しき問

題は、重症被害者の親を名指しした上に、犯罪者

であるかのように「呼び捨て」にし、個人的人間

性を否定してはばからないその「書きっぷり」で

ある。もの言う被害者家族を、これほどまでに個

人攻撃することに、ためらいを見せない「被害者

団体」というのは他に類例がないだろう。もはや

「被害者団体」ではなく「被害者管理支配団体」

の名称がふさわしい。 

 

（以下、被告の被害者家族への氏名の呼び捨て行為

は、そのあまりの低劣さゆえに、親御さんへの不当な

印象を一人歩きさせかねない。したがって、被告文書

の引用においても、個人名は仮名“例：榎木・山本、

○子、等“に変更する。） 

——————————————————————————————————————————— 

被告「守る会」の第３回準備

書面と対立する事実及び評価 

（ゴシック体は被告の文書の記述内容、その後に

続く明朝体の文章は、被告の記述とは異なる事実

と評価である） 

榎木は、この公開質問状やこれに添えた文

章のような文書を作れる人でないので、原告

が援助したものと考えられる(原告以外に援

助する人は考えられない)  

 これが、いやしくも裁判所に提出する公

文書であろうか。 

 苦しみ、憤る重症被害者の親を、いきな

り見下して侮辱する…。もはや被害者団体

とは言えない差別主義者である。このよう

な書きっぷりは、本来、加害企業に特有の

傲慢な特権的支配者意識から生れるもので

ある。 

 

 また、「原告以外に援助する人は考えら

れない」など、これだけ勝手な推論を裁判

文書で書きなぐる神経も理解し難い。 

 同時に、被告の主張が根拠の無い決め付

け＝嘘の羅列に過ぎないことを、被告自ら

認めているだけである。 
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 内部での誹謗攻撃文書をそのまま外部世

界へ持ち出したかのような奇異な文書であ

る。 

 

※被告は、榎木氏を一方的に無知な

人間と決め付け、同氏が、能瀬氏の

操り人形となって批判・抗議行動を

したかのように物語を創作し、「あ

やつった側」の能瀬氏を機関紙で人

身攻撃することは「正当だ」と展開

し、それによって、榎木氏をその仲

間として攻撃する。 

 原告や榎木氏の批判は事実に基づ

いたものだから、そのまま内容で争

うと恒久救済を放棄している事実が

明るみになり勝ち目がないものだか

ら、それはできない。 

 そこで、中身の論争をさけるため

に考えだしたのが、榎木氏の知人で

ある能瀬氏の存在である。守る会が

能瀬氏がかつて創設に参加した市民

運動と意見を異にした局面があった

「数十年前の出来事」を、埃だらけ

のタンスの奥から引っ張り出してき

て、一般市民に過ぎない原告をまる

で、被害者団体にとっての「終生の

敵」であるかのようにおどろおどろ

しく描き出し、それと接触したもの

は、「何を主張していようが、聞く

耳不要、罰を受けて当然」という形

に無理矢理もっていく。 

 そして、どちらが「吹き込んだの

か、吹き込まれたのか」といった、

無意味かつ下世話な詮索に関心を誘

導し、お互いを疑心暗鬼にさせ、会

員をして、「指導部から監視されて

いる」という空気で支配する。その

主目的は、自らの闇から被害者の目

をそらせる「めくらまし」にすぎな

い。 

 「加害企業との協調体制」を声高

に叫びながら、権力者の常套手段を

活用して被害者を支配する「被害者

団体」というものが、一般国民にま

で攻撃を加え始めた昨今の事態は、

まさに社会的悲劇であり、その背景

解明は歴史的要請になりつつある。 

 

そして、これらは、被告の全国本部事務所に

ファックスで送られてきたが、ファックスで送

られてきた書面の上部欄外に印字されてい

るとおり、原告のファックスによって送付され

ている。原告は、榎木の身近にあって、原告

の考える運動を榎木が進めるように、指導育

成援助している。  

 

 こんな作文を裁判所へ出していいのだろ

うか？あまりのくだらなさに悲しくなる。 

相談相手のファックスから書面を送ると、

そのファックスの持ち主から煽動されたこ

とになると？あきれて言葉が見つからな

い。日本はいつからゲシュタポ社会になっ

たのだろうか。コンビニからファックスを

送ったら、コンビニの店員が煽動者として

攻撃されるらしい。おちおち自由にファッ

クスも使えない監視社会だ。 

 

 「指導育成援助」がなぜ問題になる

か？？？この奇異な論理展開にこそ彼らの

秘密主義的独裁体質がある。 

 後にも登場するが、能瀬氏が榎木氏に

「吹き込んだことが問題だ」という論理

だ。この物言い…、ゲシュタポやＫＧＢと

いったスパイ組織のフレーズだ。 

 この社会では人間同士がお互いに影響し

あったからといって、「操られている」な

どと非難されることはない。笑止である。 

 

 「被害者団体」が被害者家族を、「市民

に指導されている、吹き込まれている」な

どと容赦なく攻撃すること自体が、驚くべ

き異常な弾圧者の行いであり姿である。 

この一言が、被告組織の異常な体質を端的

に表している。評決はすでに下ったような

ものである。 

 

 更には、むしろ、この法的に無意味な主

張に、法廷で公然と拘泥し続けている被告

は、「批判というものをなにがなんでも封

殺したい」という願望をあからさまにして

いるだけである。 

 同時に、構成員を情報過疎において支配

を続けてきた被告の「閉鎖的支配管理者」

の姿をもまた、あからさまにしている。 

 

「榎木氏は自分では文章を書くのが苦手なの

で、原告に協力を求めてきた」と述べ、批判
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攻撃を吹き込む原告と、吹き込まれる榎木の

関係を明確に示している。  

 

「吹き込む原告と、吹き込まれる被害者家

族」？？？ 

 いよいよ諜報機関報告書の登場である。 

 こういう異常な思考構造の支配が常態化

していることが、この２０年にわたる森永

ヒ素ミルク中毒事件の救済事業に潜む闇の

深さを物語っている。 

 

 …前述の調子が飽きもせず続く。「嘘も

１００回言えば本当になる」というプロパ

ガンダ理論を教えられた通りに実行してい

るのだろうか？ 

 

 公害被害者の親が困っているので、頼ま

れて文章のアドバイスをしたら、煽動だと

いう。こんな超主観主義の作文をいつまで

続けるつもりだろうか？ 

【被告の主張はこういう理屈だ】 

 運悪く、毒ミルクを飲まされて被害者と

その親になったら、一般市民とお茶を飲み

に行っても、そこで被害児であるわが子の

将来への不安を訴えたり、被害者団体のあ

り方への疑問を口にすることはご法度。そ

れは、「組織外部に被害者団体の機密を漏

らした」重大な規律違反となり、罰を受け

るのが当然。 

 さらに、被害者の親が、被害者以外の親

に救済のありかたについて相談をし、意を

強くして改善の行動にでたら、被害者団体

「指導部」から、「外部市民から煽動され

た罪」で処断される。 

 同時に、たとえ、近所の町内会員であろ

うとも、励ました相手が「ものいう被害

者」になった場合、被害者団体の全国機関

紙で、名指し攻撃されても仕方がない。

「当会の会員○○に余計な知恵を吹き込ん

だ、近所の○○は組織破壊分子だ。○○は

若いころ、こんなこと、あんなことをして

いた」などと徹底攻撃されても仕方がない

のだ。 

 一般国民は、被害者団体に楯突く発言を

した時点で、名誉も人権も剥奪されて当然

なのだ。「ものいう被害者家族」を励まし

たという一点で、一市民は、被害者団体指

導部から口汚くののしられるべき罪人にさ

れても仕方が無いというのだ。 

 だから、一般国民は被害者家族とみだり

に話をすることも遠慮すべきなのだ。なぜ

なら、話相手の被害者家族が、いつ「もの

いう被害者」になり、被害者団体の攻撃対

象にされ、それと話をした国民が、いつ

「吹き込み煽動罪」で弾圧をうけるか、わ

かったもんじゃないからだ。 

 

 と、まあ、被告の準備書面の主張から固

有名詞を省いていくと、以上のような、ど

えらい論理構造が現れる。どこの世界の話

だろうか。スターリン主義かナチズムか、

暗黒社会だ。この民主社会で、よくもま

あ、こんな論理を平然と展開できるもの

だ。戦前の「鬼畜米英と話をするな、敵性

語を話すな」と全く同じである。 

 

 これは結果的に、「被害者団体への礼賛

は許すが、その闇に首を突っ込むと逆に徹

底的にひどい目にあわせるぞ」、という日

本国民全体への投網をかけるような脅しに

なっているという意味で、許し難い論理で

ある。 

 こんなことが許されれば、被害者団体を

一端私物化した勢力は、密室下で好き放題

の運営が可能となる、という恐るべき前例

をつくることになる。 

組織内部で、被害者家族を黙らせるために

常態化している異常なモノ言いの習慣が、

うっかり外部の裁判所提出文書まで「はみ

出してしまった」稀有な事例だ。 

 

榎木の上記京都府本部ホームページへの投

稿は、明らかに原告の著述の一部を引用し

ている。このように、榎木は、考え方はもとよ

り、用いる字句までも、原告にしたがうにい

たっている。  

 

 また、飽きもせずに言う。今度は新手の

「言葉狩り」だ。 

 用いる字句が誰かの使った言葉と同じ場

合、「その誰かから煽動された」とお叱り

を受けるのなら、およそ国民が、あるもの

への批判を行う場合は、まず 初に、日本

人をやめなくてはいけないことになる。外

国語で批判すれば問題がないのだろうか？ 

一般市民が「戦争反対」とネットに書き込

みをしたら「“戦争反対”は過激派も使っ

ている言葉だから、おまえは、用いる字句
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まで過激派に従うにいたっている」と攻

撃されてもしかたがないと言っているの

だろう。  

 

 戦前の特高警察の再来である。 

原告は、榎木に対し、ひかり協会の救済が

恒久対策案に書かれている公務員給与相

当額という項目を守っていないからだと、重

症被害者への給付が少ないという榎木の不

満の理論的根拠を教え、さらに、榎木が論

客として自分の主張を述べることができるよ

うに、岡山県内企業の平均賃金とか、障害

年金、生活手当の額などの論拠について学

習させ、１割しか実施していないという誤っ

た認識をもたせるようにしむけ、さらに、現

在のひかり協会、守る会が恒久対策案を空

洞化させていると、榎木に闘いの旗印を教

え、そして、加害企業と妥協しているひかり

協会や守る会幹部が悪いのだと、闘いの相

手方についての指導をしている。 

まさに系統的である。  

 
 自分たちの闇を自ら声高に言っている

だけではないか？ 原告の主張をご丁寧

に引用までして、ご苦労様であるが、肝

心の内容について、弁解すらしてない。

これでは、「組織実態を暴露しやがっ

て！腹立つ」と遠吠えしているだけだ。 

「まさに系統的である」？…何を勘違い

して、こんな締めくくりをしているの

か。 

 そのとおり。まさに系統的なのであ

る。その点だけは理解しているようであ

る。系統的になるほど、問題が全面に

亘っており、その病根が深いということ

だ。 

批判に答える姿勢のある誠実な組織な

ら、思いつきで批判されるより、系統的

に批判されるほうを歓迎するはずだ。 

 「系統的に批判されること」に、これ

ほど逆上する理由で考えられることは、

ただ、一つ。批判に対して反論できない

からだ。批判者をその場限りの思いつき

の物言いで煙に巻いてねじ伏せてきたこ

とが、今後できなくなるからであろう。 

 弱い立場にある重症者へは暴言や脅し

で屈服させ（差別暴言記録）、もの言う

批判者に対しては「みんな感謝（※１）

している。あなただけが文句を言うか

ら、みんな迷惑している」といった子供

だましの言説で黙らせてきた従来の手口

は確かに通用しなくなる。 

 （※１ 「みんな感謝している」、と

しつこく言うが、みんながいったい「誰

に」感謝しているかは明確に言わないと

いう。その「誰」に、「森永乳業」

「国」「守る会」「ひかり協会」「専従

職員」「目の前の俺」などからどれを当

てはめるかは、どうも被害者の自由な誤

解に任されているらしい。） 

 

榎木は、守る会運動やひかり協会の行動に

かかわらず、そのため、守る会の運動方針

やひかり協会の救済事業について理解や知

識がなかった人である。守る会の方針やひ

かり協会の救済事業について、広く議論が

なされ、積み上げられていくことに関心のな

かった人である。  

 

 おどろきもののき、大嘘もここまでに

なると、嘘つきに恥もためらいも一切感

じない体質になっているのであろう。 

 

 榎木氏は、かつて、守る会岡山県本部

の支部長として誠実に活動をしていた人

物である。 自組織の会員に嘘のプロパ

ガンダを続けてきた長年の癖がでてし

まったのだろうか？  

 榎木氏が支部の代表として「こどもを

守る会」岡山県支部の会議に参加してい

たことは、被害者の一部も知っている公

知の事実である。 親の苦労はすっかり

忘れてしまったということであろうか？ 

彼は、かつて支部長の任にあった頃、当

時の岡山県本部委員長Ｓ氏の森永乳業本

社における密室談義等の行動、 近の元

事務局長Ｈ氏（被害者）の不誠実かつ不

可解な言動に関して様々な事実を述べて

いる。今後詳しく明らかにしていきた

い。被告の勝手気ままな嘘とは正反対の

事実が今後、沢山出てくるだろう。 

この文章は、人格毀損の人身攻撃が組織

内で常態化していることを明確に窺わせ



     16 

 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館 

©Museum of Morinaga Arsenic Milk Poisoning Incident. 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館  http://ww3.tiki.ne.jp/~jcn-o/hiso.htm 

る。自らを棚に上げて、「知識や理解がな

い」などと被害者家族を一方的に小馬鹿に

するような書きっぷりは、先の差別暴言の

証拠文書の底流にある精神とも見事に合致

している。 

 「被害者団体」を自称しつつ、強烈な独

裁支配を構築してきた過程で、会員への差

別・蔑視感情が指導部全体に蔓延している

のではないかと思われても不思議ではな

い。 

 

原告は、上記ホームページに多く投稿をし

て、榎木をひきつけ、榎木の、活動の応援を

している。  

 

 どうも…一般市民がインターネットに

うっかり被害者支援の書き込みをすると、

「被害者家族の願いを体系化し、知恵を授

け、より充実した救済措置ができるように

支援することで、すなわち被害者団体を破

壊する」と解釈され徹底攻撃されるらし

い。恐ろしい時代になったものだ…。 

 

 被告が機関紙などで主張するところの

「われこそは被害者の利益を代表する唯一

の団体なり！ それに異議を唱えるものは

被害者に敵対するものなり！ 容赦なく徹

底的に攻撃するものなり！」というロジッ

クは、実は、足元の会員をターゲットにし

た、体のいい恐怖支配のマインドコント

ロールである。 

 被害者会員は、指導部から「お前達の利

益を守るためと称する他人への見せしめ懲

罰攻撃」を定期的に見せ付けられることに

より、被告組織指導部そのものへの恐怖の

イメージが刷り込まれる。これは、一般会

員からの異議申し立てを抑え、思考を停止

させる絶大なる効果を発揮する。 

 

 「ふきこみ、吹き込まれる」などという

一般国民には無意味な、くだらない物言い

を裁判所の公文書においても絶対にやめよ

うとしないのは、その物言いが、「被害者

団体」を外部世界とは切り離された、外部

社会とは異なる「閉じた社会」として設定

し、印象付けるためのキーワードとして活

用できるからである。 

 被告の、開かれた言論の封殺と情報公開

の否定という独裁手法は、その「閉ざされ

た社会」という前提概念が、構成会員の深

層心理に共有されてこそ、かろうじて効果

を発揮する。これは全ての独裁組織、、独

裁党派、独裁国家体制に共通するところ

の、イデオロギーとマインドの両面に亘る

誘導手法である。 

ジョージ・オーウェルの「1984」を想起し

てしまう。 

 

榎木は、娘榎木○子さんの父親で、かつて

守る会の会員であった。○子さんは、重症の

被害者で、入退院を繰り返しておられ、一進

一退で病状の改善がみられないので、榎木

は心を痛めていた。榎木は、重症の被害者

への給付が少ないという不満を持っていた。 

  

 異様な文章である。 

 どこが異様か？敬称の使い方が変なので

ある。 

 子供には敬称をつけて慇懃無礼にしてお

き、その親は呼び捨てにして攻撃する。性

根の悪さが滲み出たような「細工」であ

る。 

 よほど子供の将来を案じて改善要求をす

る親が邪魔臭く、憎いのであろう。それと

も重症者の子供は何も言えないから「よし

よし」なのか？ 子供がもの言えない状態

とみるや慇懃無礼に対応し、その親は容赦

なく攻撃する。このような、いやらしい作

為をする性根には、もはや言葉が見当たら

ない。 

 裁判の原告は能瀬氏にもかかわらず、被

告の憎悪は、裁判とは直接に無関係な榎木

氏のほうに向いている。 

 

 さらに準備書面を注意深く読むと、かつ

て被告を批判し、救済申し立てなどの行動

に出た他の親で、今は高齢化や体調など何

らかの事情で発言が出来なくなっている親

に関しては、攻撃の対象としながらも洩れ

なく敬称をつけ、細かく「敬称の使い分

け」をしている。 

 どうも呼び捨てにする基準は、「批判を

やめない」親ということのようだ。もの言

えない被害者は、批判の恐れが全くないの

で、敬語をつけてもかまわん、そのほうが

体裁もいい、という判断なのか。 

 ちなみに、世間には、悲しいことに、
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「子供のために良かれと思って苦言を呈す

る親を逆恨みし、永遠なる沈黙を密かに期

待する」という超親不孝者が稀にいる。 

 

 しかしいずれにしても、裁判所相手にこ

のような使い分けをしても無意味である。 

 この文書が、裁判での評決云々よりも、

会員への「見せしめ回覧目的」で制作され

ていると推察される理由もここにある。被

告のいう、すばらしい「個別対応の原則」

の真髄は、どうもこのあたりにありそう

だ。 

 こんなことに神経を使う余裕があるのな

ら、救済事業の正常化のためにエネルギー

を使うべきだと思うのだが。 

 自己主張のためには、被害者の親子関係

を「公式文書表現」中で引き裂くこともた

めらわない。その感覚こそが恐ろしい。 

 

原告らの、ひかり協会や守る会に対する批判

攻撃の方法は、常識的な内部での議論と

か、協議によるのではなく、加害企業森永と

手を組んでいる(いわば裏切り者)に対する

追及として、人権擁護委員会、岡山県公害

調停に申立てるとか、国会での追及を企てる

など、原告の行動によって守る会が混乱する

ことは、かまわなかった。むしろ、ひかり協会

の救済によって、榎木ら会員が犠牲になって

いるという前提をもっているから、目的実現

のために、会員を苦しめている協会や守る会

の混乱を狙っていたのである。  

 

 被告らと言っているので、これは原告に

加え榎木氏を含んでいるのだろう。 

「常識的な内部での議論とか協議」を徹底

的に封殺しておいて、よくここまで臆面も

なく、すらすらと嘘が言えるものである。

おまけに自らを裏切り者と括弧づけして言

うに至っては世話がない。 

 

 さらに、根本的問題は、人権救済申し立

て制度など法的制度を利用したら、イコー

ル組織の破壊であり、人身攻撃されても仕

方ないという異様な論理を展開するに至っ

ていることだ。 

 問題は「被害者団体」の活動内容に正当

性や真実性があるかどうかだ。自らを、被

害者団体ではなく、党派組織か何かと勘違

いをしているようだ。こんな理屈が通用す

れば、社会には、裁判所も弁護士も必要が

なくなる。 

「批判を封殺したことに異議を唱え、公的

機関へ訴えを起こせば、被告を混乱させる

ことであり、嫌な思いをした被告が、報復

として原告をいかに徹底的に人身攻撃して

も合法だ」…被告の準備書面は全編にわ

たってこんな意味不明の無茶苦茶な論理で

埋め尽くされている。もはや「真実」や

「法理」とは無縁の作文。 

ここまで来ると、むしろ被告は評決の結果

などは眼中になく、“異論・批判を外へ出

すと、ここまでとっちめて攻撃するぞ”と

いう見せしめに使おうとしているとしかい

いようがない。 

 

 かつて、被告は、政府系外郭団体である

社会技術研究センターの研究員が森永事件

について公式発表した学術論文の内容が気

に食わないと、所長あてに仰々しい抗議文

を送りつけた。ところが、所長から「それ

では公開討論をしましょう」と逆提案され

るやいなや、以降、一切、音沙汰をやめて

しまった。 

 この恥ずべき事実一つだけ見ても、被告

組織に巨大な闇が存在することを被告自身

が証明しているようなものである。恥ずか

しくて、被害者家族への攻撃などできない

はずだが。 

 被告の常識の中には「自由な公開討論」

や「透明性の原則」という世間の良識だけ

は無いのだろう。 

 後に「目的実現のために混乱を狙って

いる」と書くが、なんで被告組織が混乱す

れば目的が実現できるのか、逆にお聞きし

たいところである。能瀬レポートを読め

ば、詳細な分析の労力を投入しているだけ

でも被告組織を是正しようと問題提起をし

ていることは普通の市民には明らかであ

る。ここでも、「もの言う被害者家族」へ

の被告の「憎しみ」のみが全面開花してい

る。 

 

榎木のホームページで、「私共は事前に大会

会館と兵庫県警の許可を得て抗議行動をし

ましたが、後日守る会は機関紙に無事終了
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したと『ウソ』の発表をしました。」と書いてい

る。榎木らは、自分たちの抗議行動によって

守る会総会は無事ではなかったと主張して

いるのであるから、この「抗議行動」は総会

の妨害の意図をもっていたものである。  

 
 意味不明。こんな作文を本当に裁判所に

出すか？という類。 

 あえて砕いて言えば、被害者団体機関紙

である「ひかり」が少しでも正確な事実を

書く姿勢があるなら、総会で被害者の家族

による「抗議行動があった」とありのまま

の事実を書くべきだろう。榎木氏は、それ

さえなかったことを問題にしているのであ

り、その事が、彼らには理解できないとみ

える。 

 もの言う被害者家族に対する、被害者団

体指導部の歪んだ「憎しみ」が溢れた異様

な文面である。被害者家族がここまで表

立った行動をせざるを得ない背景にある厳

しい理不尽な現状を、なんとか理解し、そ

れを改善しようという人道的姿勢が微塵も

感じられない。 

 

妨害行動の内容は、事前に警察の許可を得

るなどした上、「非民主的で守る会、被害者

を守らぬ会が光らぬ会と一体で加害企業を

守る実態を暴くホームページ開設! !」という、

守る会とひかり協会を揶揄し、攻撃する、大

きな横断幕(幅約１メートル、長さ約５メート

ル)を、会場前に道路側に向けて張り、恒久

対策の完全実施を求める全国有志というグ

ループ名を書いた名刺を総会参加者に配布

しながら、会場に来た会員に対して、恒久対

策の完全実施を求める全国有志の活動に参

加するように勧誘し、守る会の活動を非難し

た。 

 守る会の役員などが、中止を要請したが、

一切きかなかった。 

 7)これは明らかに、総会と守る会活動に

対する妨害行動である。 

 「抗議行動」という字句は、上記のとおり、

榎木が、自分たちの妨害行動について、ホー

ムページで用いた言葉である。  

 
 抗議行動をえらく詳細に解説されている

が、被害者家族の怒りの大きさが逆に良く

分かる。（だから前述のように、機関紙に

は掲載しなかったのでしょうが） 

 一般的には、批判行為を「妨害」だと強

弁し、批判者を人身攻撃するのは、民主集

中制組織の大きな特徴だが、国法のレベル

では意味不明の論理である。 

●妨害というのは、「権利者の行為や受益

を妨げること(広辞苑）」である。相手を

批判したからといって、「妨害」になるわ

けではない。 

 

 妨害とは、物理的にバリケードを張って

一般参加者の入場を阻止するような事例で

ある。 

ビラをまいて、横断幕を張ったから「妨

害」だと敢えて言う者は、批判が開始され

た時点で、批判者の権利を否定する、とい

う独裁主義を自ら主張しているだけであ

る。 

 合法的抗議に対して、中止しろといわれ

て、中止するのなら、はじめから横断幕な

んて張らないでしょう。被告は何様のつも

りなんでしょうか？主張自体がヘンであ

る。 

以上、これが、「批判」イコール「妨害」

だとこじつける者たちに特有の、ゆがんだ

思考方法である。相当腐敗した国家機構で

さえ、己への批判行為をここまでおおっぴ

ら且つ偏執的に攻撃する意欲は少ないだろ

う。 

 自立支援法反対で官庁街に抗議に来た団

体を、政府が名指しで徹底攻撃する姿とい

うものはあまり見かけたことがないのだ

が…。 

そのことへの不満や対抗意識が強かったで

あろう、榎木は、当日、家族らと数名で突然

妨害行動にやってきた。原告も、ひかり協会

や守る会を相手に不満を持ち攻撃している

榎木を応援するために(他にここにくる目的

は考えられない)やってきた。この間守る会の

総会には全くきてない原告が、わざわざ神戸



     19 

 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館 

©Museum of Morinaga Arsenic Milk Poisoning Incident. 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館  http://ww3.tiki.ne.jp/~jcn-o/hiso.htm 

市にまでやってきたのは、原告にしたがって

守る会を混乱させてきたため、第35回全国

総会では傍聴者となることも認められないよ

うに、守る会内で窮地に立たされた榎木に

対して、原告は、強い応援をしなければなら

ないという意図をもって、当然やってきたはず

である。  

 

 「家族らと数名で突然妨害行動にやって

きた」…なんという言い草であろう。人と

しての良心を疑う。 

 

 家族と一緒になってやってくるほど、守

る会の榎木氏に対する決定は理不尽であっ

たのだ。 

 被告組織の規約にもないところの、

「“守る会総会”への出席も傍聴も発言も

ゆるさない」という被告自身の行った暴挙

に目をむけようともしないことのほうがお

そろしい。 

 

 抗議として横断幕をはることは、表現の

自由であり、それを「妨害」といいかえる

ことこそ、すりかえである。守る会は憲法

で保障された「表現の自由」を認めない団

体のようである。 

このように、被告とひかり協会は、逃げまくっ

たことは一切なく、弁護士会の定める日程

に従って、弁護士会の調査に協力している。 

  

 能瀬氏は榎木氏のＨＰの「掲示板」でも

度々ひかり協会への質問をしている。また

別の著作でも問掛けをしているのに、それ

らに全く回答をしないのだから、すべての

ことに「逃げている」のではないか。 

また、山本申立人の人権擁護委員会への申

立は、事実に反し、正しくなかったから、不採

用となった。  

 

 あからさまに事実を歪曲している。不採

用になったことはない。実際には採用さ

れ、２年以上調査が実施され、１、生活手

当ての金額については国民的合意に達する

金額ではないので調査を継続する。２、そ

のほかについては調査を実行しない、との

第１回目の決定通知書が発行されている。 

 

 広島の人権擁護委員会委員長は「ひかり

協会」の顧問弁護士がなっているのだか

ら、そのことをどうみるかで解釈も変わる

だろう。 

 

ひかり協会は、設立以来、被害の多様性か

ら個々の被害者のニードに基づいた個別の

対応を基本として、救済事業を行っている。

救済は、被害者の声に応じている。また、そ

のために相談事業を最も重視している。  

 
 能瀬レポートで解明済みであるにもかか

わらず、未だにこんな主張を展開してい

る。これが「肝心の中身についての反論を

せず」「逃げている」と言われる姿であ

る。 

「設立以来…」云々と、綺麗な歴史でやっ

てきたかのように偽装しても、真実は消せ

ない。歴史を歪曲するものは歴史的責任を

永久に負うだけである。 

 

救済は、被害者の声に応じている。また、そ

のために相談事業を最も重視している。そし

て、教育、労働、福祉、法律、保健医療等

様々な分野の専門家の協力を得て、個別対

応を基本とした事業を展開している。決して

金銭給付のみという事業ではない。金銭給

付にしても、検診費・医療費・生活手当・調

整手当・後見人介護費をはじめ、多様な必

要性に応じて、厳格な基準に基づき支給し

ており、原告の記述は事実ではない。  

 
 麗々しく書いているが、よく読むと、結

局、原告が指摘しているとおり、「ほとん

ど金銭給付ぐらいしかしていない」ことを

自ら認めているではないか。 

 原告のレポートを正確に読めば「一割実

施」と指摘しているのである。それは、当

初の救済事業項目の１割程度しか実施しな

いことで、専従職員の恵まれた給与を確保

し、残りを被害者へ配分し、専従者が自己

の私的利益と加害企業の負担軽減に貢献し
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ている、と批判しているのである。この単

純な批判にさえ、何も答えていない。まる

で、仕事をサボってお叱りを受けている社

員が、あわてふためいて、「そんなことは

ない、あれもしている、これもしている」

と弁解し、「肝心なことをしていない事

実」を隠そうとしている姿とそっくり。 

加えて 

「厳格な基準」でやっている？ 

この自画自賛についてだが、リクエストに

応じて、別な意味で、厳格に「人をみて対

応している」事実を今後、明らかにしてい

く。彼らの言う「個別対応」の正体がおい

おい明らかになるだろう。 

 

榎木は、守る会運動やひかり協会の行動に

も参加せず、守る会の運動方針や救済事業

に対する関心もなく、発言もなかった人であ

る。それが、平成14年から後、原告に会って

原告の影響下に入ると、次のとおり、榎木

は、次々と、まったく新しく身につけた知識や

考えにもとづいて発言をし、強い行動に出る

ようになった。  

 
 被害者の親で救済事業に無関心な人がい

るだろうか。親が主体であった頃の「守る

会」の会議に出席したこともない現執行部

が、“発言もなかった”とは、「見てきた

ようなウソをいい」がぴったりする。「親

の心、子知らず」もいいところだ。そうい

う親不孝者は、自らを恥じ、反省すべきで

ある。 

 だいたい、洋服でもあるまいし、そんな

に簡単に「考え」が身につくはずはないだ

ろう。もともと疑問に思っていたことで

も、ねつ造と歪曲の得意の手法にかかる

と、ここまで見事な表現で攻撃されるとい

う見本である。 

 

そのことへの不満や対抗意識が強かったで

あろう、榎木は、当日、家族らと数名で突然

妨害行動にやってきた。原告も、ひかり協会

や守る会を相手に不満を持ち攻撃している

榎木を応援するために(他にここにくる目的

は考えられない)やってきた。この間守る会の

総会には全くきてない原告が、わざわざ神戸

市にまでやってきたのは、原告にしたがって

守る会を混乱させてきたため、第35回全国

総会では傍聴者となることも認められないよ

うに、守る会内で窮地に立たされた榎木に

対して、原告は、強い応援をしなければなら

ないという意図をもって、当然やってきたはず

である。  

 

 妄想による「でっちあげ」もここまでく

れば見事というほかない。ふだんからの

「練習の成果」が発揮され、批判者を陥れ

る手法をマスターした結果だと感嘆するほ

かない。 

しかし、機関紙などではその手法が通用し

ても、場所と相手によっては通用しないこ

とを覚悟するべきである。「ひかり」では

証拠書類まで示す必要がないので、その延

長で「準備書面」でもその手が通用すると

勘違いしているのではなかろうか。 

 

榎木の不信不満は、自分が正しいしいう理

論的根拠を身につけるにつれて増幅した。ま

た、それが誤っているために実現しないの

で、そして、ついてくる人も拡大しないため

に、不信不満は、増幅された。榎木は、原告

の思想を受けついでいるが、内容がこのよう

に先鋭化してきている。原告の考え方が、被

害者救済運動の中では特異で孤立している

ため、それが実現していく見通しがまったくな

い。そこで、榎木は、批判は体系的に発展強

化されるが、不満不安はますます増幅させら

れた。  

 

 実現しないのは誤っているからだ、とい

う論理を展開する被害者団体には信じがた

いものがある。 

かつて、加害企業による圧殺の１４年間、

被害者の願いは数家族の孤軍奮闘に支えら

れても、決して拡大せず、実現しなかっ

た。それは結果的に１４年であったが、３
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０年か、ひょっとすると４０年になったか

もしれない。数年で拡大しないのであれ

ば、被害者の訴えのほうが間違っていたと

いうのだろうか。 

いつから「被害者団体」は加害企業の論理

を、苦しむ被害者家族へ容赦なく撃ち込む

ようになったのか？ 

 

 「ひかり協会」のあり方を批判する者を

全員このような眼でみているのだろうか。

自分達の安楽な生活の糧である「現状の安

泰」が脅かされることが、彼らの苦の種な

のだろうか。 

 

過去に守る会運動に深く関わっていなかった

榎木の詳しく知ることではなく、「森永告発」

に属し岡崎氏とも深い関係のあった原告か

ら教えこまれて共感したものである。  

 

 「深く関わっていなかった」かどうかを

誰が判断するのだろう。自分たちにとって

都合の悪いことは「詳しくしることではな

い」といって排除する思想がよく現れてい

る。 

 

これは、かなり深く原告に影響されての行動

である。ホームページ掲示板に最初に書き込

んだ人物が原告であった。しかも、開設間な

しであるのに、お互いに通じあっているとみら

れる。  

 

 「通じ合っている」？？？ 

 これが、いやしくも民主社会の裁判所に

出す準備書面の「書き方」であろうか？ 

 一般市民と意見交換をし、論議をする公

害被害者家族を「通じ合っている」と表現

して憚らない集団。 

 この書きっぷり、まるでナチスの秘密警

察・ゲシュタポの監視報告であり、悪い冗

談を通り越して戯画的である。 

 

  「あいつとこいつは通じ合っている」

と鵜の目鷹の目で監視される被害者側もた

まったものではない。おとなしく、もの言

えぬ集団にされている遠因が見て取れる。 

  

問題の焦点は、ひ素ミルク中毒被害者の救

済である。普通であれば、被害者を助けよう

という暖かい人間性からの視点から、6,000

名の被害者の実態などに真摯な態度での関

心が向けられ、調査が進められねばならない

はずであるのに、原告の関心は、被害者への

救済とか援助とかに目がまったく向けられて

いない。  

 

 「普通であれば、被害者を助けようとい

う暖かい人間性からの視点…」、いよいよ

「美辞麗句」のご登場である。 

 

 そもそも、被告の準備書面からして、被

害者家族への侮蔑的放言に彩られ、被害者

家族への「暖かい心」など微塵も感じられ

ないのだが…。 真の救済に関心がないの

は被告の方ではないのか？ 

 

 救済が当初の合意の１割以下と批判され

れば、「１割でない事実を示さずに」嘘だ

と猛烈に攻撃し、内部では「いまや恒久救

済なんていう時代ではないよ」と言い合

い、ならば「金の分配しかしない専従者集

団は要らないのではないか」というと、今

度は「金の分配だけではない」と言い張

り、結局、「１割実施」しかせず、重症者

への「冷遇」を長期かつ強固に維持する、

恵まれた待遇の専従者集団の存在を裏付け

ているだけである。 

 被告の主張をいくら見ても、被害者に真

摯な救済をしていないことだけが明確にな

るだけである。その帰結として裁判や人権

救済申し立てが発生する。 

 

 この準備書面を読み替えると、 「被告

は被害者全員のことを知らないから、救済

には関心がないし、暖かい心などない」。

空いた口がふさがらない暴言である。被害

者全員の実態調査をする本来の義務がある

のが被告組織であり、なにを偉そうに言っ

ているのか？ そしてそれを一度でも誠実

に実施したことがあるのなら、なぜ、重症

者の親の憤りを長期に亘って無視し、封殺

し、いよいよ我慢できずに明るみに出てき

た途端に、見境のない組織的弾圧を加えて

きたのか…。 

 調子に乗るのは自由だが、被告の発言

は、そのまま、全部被告に帰っていくだけ

である。 
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 能瀬レポートや、人権救済申し立て書で

は、まさに苦しみ抜く重症被害者家族のリ

アルな現実が詳細に報告されている。被告

の言う「問題の焦点」を徹底的に検証して

いるのは原告である能瀬氏のほうに他なら

ない。 

 この問題提起を頭から無視し、また他の

被害者家族に「その声に耳を貸さないよう

に」、などと呼びかける「被害者団体指導

部」のほうこそ、驚くべきモラルハザード

である。 

 

 ちなみに、ひかり協会職員による被害者

本人への差別暴言は、よほど「暖かい人間

性」から生れた発言なのだろう。「頭かち

わったろうか」「アイキューなんぼな」…

こんな耳を疑う冷酷な発言は前代未聞、他

に類例がないと思うが…。 

 能瀬レポートで紹介されている膨大な問

題点のどこに「暖かい人間性」が垣間見ら

れるのかご説明いただきたいものである。

それが全くないのはどうしたことだろう。 

 

 能瀬氏はその具体的態度で、被害者の救

済に極めて高い関心を払っているのであ

り、被告はその具体的行動で、「救済への

あまりの関心の無さ」を露わにしている。 

 

 言うに事欠いて「暖かい人間性」を他人

に説教する前に、胸に手を当てて反省すべ

き事柄があまりに多いはずだ。説明責任を

果たさずしての美辞麗句の乱用は、今後は

通用しないことを肝に銘じるべきだろう。 

 

原告はこの500名以上いる「救済事業協力

員」の誰からも聞き取りはしていないはずで

ある。  

 

 それではこれから時間の許す限り、じっ

くり聞き取りをしよう。そして、重症被害

者の現状について、５００人もいる「協力

員」が、重症被害者の現状に対して一人ひ

とりどのように思い、自らの良心に恥じな

いどのような対応をやってきたのか？榎木

氏や、山本氏のような、かつて組織内部で

も重要な位置に居た重症者の親達の悲痛な

訴えに対し、この「すばらしい５００名も

のシステム」はどのような具体的改革案を

提出し、実行してきたのか？については、

全く触れていない。イメージで誤魔化そう

という時に特徴的な空虚な表現である。 

これから、アンケートでも実施しようでは

ないか。さっそく、５００人の名簿を原告

宛に提出いただこうではないか？ 

ここまで麗々しく書いたのであるから、裁

判所に誓って、かならず名簿が近日中に送

られてくるものと確信する。 

 

不満を持っている数名の被害者から聞き取

りをしただけである  

 
 「５００人から聞き取りをせよ」などの

麗々しい主張が一気に色あせてしまう結

論。要するにこれまで押さえつけて封じ込

めてきた外部に聞かれたくない「不満」

を、聞き取り、公にしたことが我慢ならな

いということであろう。 

しかし、およそ改善のためには、不満を

持っている人々から聞き取りをすることこ

そが必要であろう。「不満を持つ人間の意

見ばかりを聞いている」などと「非難」す

るなどということは、不満を圧殺したい願

望があることを自ら証明しているだけであ

る。 

 

 さらに、この言い草は、一般的な少数者

による問題提起である訴訟提起の意義を根

こそぎ否定する発言であることはもとよ

り、森永事件など公害事件の救済運動史の

意味をも根こそぎ否定する暴言である。 

 批判を封殺することをためらわない、絶

対主義的権力者の側の言い回しである。こ

のような言い回しが「被害者団体」の辞書

にあり、平然とその辞書から公の場に出て

くること自体が恐ろしい。 

ちなみに、民主集中制の飯の種は「大衆の

不満」ではなかったか。「不満」を餌に這

い上がり、それゆえ「不満」を何よりも愛

する集団であったずだが…。いったん政権

や実権をとると、不満分子全般が邪魔にな

る。それはまた、全体主義者とその運動に

共通する特徴でもあるが、全体主義者だけ

がこれを理解できない。これもまた宿命な

のだろう。 

 



     23 

 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館 

©Museum of Morinaga Arsenic Milk Poisoning Incident. 

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館  http://ww3.tiki.ne.jp/~jcn-o/hiso.htm 

原告は、被告の森永告発に対する態度を無

視し、  

 

 訴えられている被告が、原告に向かっ

て、「我々の原告への態度を無視した」

…？？？ こんな、ちんぷんかんぷんな作

文を裁判所に出してはいけない。まるで地

動説である。 

 

原告は森永告発から脱退すべきであった  

 

 驚くべき主張である。 

 地動説が調子にのって、いっそのこと、

地球の周りをくるくる回るうっとおしい太

陽はゴミ箱へ入れてしまえ、そうすれば、

俺らが中心に見えるじゃあないか、となっ

た事例。もちろん、それが実現したら地上

は暗黒になり全員凍死するのだが…。これ

までひかりを与えてもらい、暖めてもらっ

た恩義などもはや関係ないという被告の願

望を端的に表した放言である。 

 

 森永告発の運動が無ければ、不買運動も

成功していないし、恒久救済対策案も実現

はおぼつかなかった。 

 被害者を支援して多大な歴史的貢献をし

たところの、被害者にとっても大先輩にあ

たる市民が、そのボランティアから脱退す

べきだったと何十年もたって被害者から

「説教」される恐るべき現状でもある。 

 「被害者団体」にひれ伏さねば、人にあ

らず？笑止である。 

 お世話になった親たちの苦労を平然とこ

き下ろせる今の「被害者団体指導部」らし

い物言いである。政策や救済への考え方の

相違という高尚な次元の問題というより、

先人への感謝の気持ちの欠如、歴史への冒

涜と、人としてのあり方を説く親を疎まし

く思う、単純なる不孝者の精神構造が問題

の根源にありそうだ。 

 

 それに、そもそも「森永告発」は規約も

無いゆるゆるの市民ネットワーク。規約が

ないから、いわゆる統制組織とは言えな

い。メンバーは思想信条も百人百様、その

メンバー自体もいつも流動的に入れ替わっ

ており、森永告発という自由市民運動に

「脱退」という思想を当てはめること自体

が無意味なことを被告は理解できないよう

だ。市民運動は党派ではないことも理解出

来ないのであろう。自分達を中心に世界を

解釈すると、こんな愚かしい発言を平気で

おこなってしまうという事例だ。 

 

原告の活動を知るものはほとんどいない  

 

 多くの関係者、一般市民が知っている。 

 この準備書面を書いた者は知らない。だ

から平気で市民に噛み付けるのである。 

 知らないなら、リクエストに応じて、今

後、広くご披露していく。 

 

給付に金が回っていないと公害調停をはた

らきかけ  

 

 被告は次から次へと、問題を増やすのが

得意なようだ。 

 公務員が通報市民のプライバシーを守ら

ず、守秘義務に反して、原因者へ通報して

いるとすれば、今後新たな係争事案となり

うる重大な問題である。 

 

—————————————————————————————————————————— 

【 新動向】 

平成２１年１２月４日提出 

被告側第４回目の準備書面 

事実と評価 

平成２１年１２月４日、被告より第４回目となる

準備書面が岡山地裁に提出された。 

 

 今次書面では、被告が機関紙に書いた内容が、

嘘であるか真実であるか、という訴訟の争点には

一切ふれていない。  

 それどころか、未だに「原告が被告とは違う異

論を主張するから、被告は困る。だから、被告

は、嘘で塗り固めた機関紙で批判者をいかように

攻撃しても許される」と自らの不法行為を正当化
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する暴論を一層シンプルに主張している。 

（※１） 

 今次被告文書は、係争の争点とは無縁の文書で

あり係争上は取り上げる価値のないものである。 

 だが、プロパガンダで埋め尽くされた今次被告

文書は歴史的文書となった。 

 公害被害者救済の理念がどのように捻じ曲げら

れていくのかの悪しきモデルケースの解説書が登

場したからだ。 

その点に関しては、検証をする必要性があると考

え、分析を行いたい。 

※１）被告の言う「異論へは不法な手段での

攻撃が許される」というロジックは言論弾圧

の基本思想そのものであるが、被告は「被害

者団体」というイメージを活用して、なんと

か「例外」を認めさせ、異論の封殺という極

めて凶暴な政治目的を達成しようとしてい

る。今係争で、被告が仮に処罰されなけれ

ば、「言論弾圧は、被害者団体には認められ

る」という、ものすごい判例がこの社会に登

場することになる。 

 己の私益に目がくらんで、民主主義の破壊

を推進していることへの自覚さえなくなって

いる被告は、罪の意識もなく、争点から外れ

る文書をしつこく提出して、裁判所を法理の

外で籠絡しようと画策している。 

 

 言論封殺行為が全ての不正義と腐敗の温床

であることは、民主主義社会での核心的知見

だ。そして、被告機関紙での不法な人身攻撃

は単純明瞭な違法行為であること、その手法

が、被告組織の言論封殺システムの重要な手

段と化していること（これは厳密には今次係

争の主要争点ではないが）も、すでに明らか

だ。 

冒頭----- 

 

原告の主張する、被害者救済に関する基本的

な考え方は、今、現に実施されている被害者

救済とは、その基本原理からして、根本的に

相違している。原告は、救済はかくあるべきだ

という原告が独自に持つ空想的な被害者救

済の理念に固執して、そこから現実に実行さ

れている財団法人ひかり協会（以下単にひか

り協会という）の被害者救済を批判するので、

原告の批判は的はずれであるし、まったくかみ

合わない。また現にある救済事業に対して、

空想論からの批判がなされるため、誤解が生

じ、混乱が起こるから、本件の「ひかり」を発行

するなど、被告は対応を必要としている。 

 

 
 この文章を読むと、被告が被害者団体と

はとても思えない。被害者救済事業への改

善提案を「空想論」と切捨て。 

言論封殺には熱が入るが、被害者救済の改

善には関心薄。あげく、原告を「よそ者」

よばわり。 

 さらに続けて、被告は次のようなことを

言うのである。 

 

 

「（前略）…恒久対策案の中の、各種の

条項を、森永乳業がすべて実行すると約

したことはない…（後略）」 

 

  

 なんたる物言いか…。被告は森永乳業に

いつから取って替わったのかのか？ 

 しかし、事実は正反対だ。森永乳業でさ

え、被告のような物言いをしたことはな

い。 

 

 森永乳業はかつて、 

 「『森永』は前２項の立場に立って救済

対策委員会の指示を忠実に実行するととも

に同委員会が必要とする費用の一切を負担

することを確約する。（1973.12.23第五回

三者会談確認書 第三項）」と約している

のである。 

（さらに冒頭の前２項とは、… 

 

 １．「森永」は森永ミルク中毒事件につ

いて、企業の責任を全面的に認め、心から

謝罪するとともに、今後、被害者救済のた

めに一切の義務を負担することを確約す

る。 

２．「森永」は被害者の対策について、

「守る会」の提唱する、森永ミルク中毒被

害者の恒久的救済に関する対策案（以下、

「恒久対策案」という。）を尊重し、すべ

ての対策について同案に基づいて設置され

る救済対策委員会の判断並びに決定に従う

ことを確約する。 

 

…というものだ） 

 

 にもかかわらず「森永が内心言いたくて

も言えない」すさまじい暴言を、被害者団
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体が公言している。通常ありえない、驚く

べき恥ずべきモラルハザードである。 

かつて、弁護団も、森永乳業から「必要な

資金につき無制限に支出する」「一切の義

務を負担する」という言質をとったことを

自慢しているにもかかわらずだ。 

（「森永ミルク中毒事件と裁判」ｐ３５

１．491 実際は全ての金銭支出というもの

は有限である。無制限支給とは、加害企業

の姿勢をあらわしたものであり、よもや、

被害者団体が、「無限ではないし、全部

やってくれるなんて約束してもらってない

ですよね」などと後ろ向きの再確認を始め

ようとは誰も想定だにしていなかったであ

ろう） 

 

 「ひかり協会」に対して、より充実した

救済を強力に要請すべきはずの被害者団体

「守る会」が（そのために別々に存在して

いる）、「ひかり協会」さえもあからさま

に言えないような、「恒久救済の全面実施

など不可能だ」といった暴言を吐き、勝手

な後ろ向き解釈の先行実施を開始した。ま

さに悪徳極まりない歴史的文書である。 

 

 曰く「資金が有限のひかり協会に、決め

たとおりやってもらうしかないから、完全

実施など不可能」みたいなことを言うので

ある。 

 原告に対しては、被害者団体として高慢

な言い草を百もしておきながら、こと救済

事業に関しては被害者団体としての本来や

るべき「主体的働きかけ」を自ら捨て去っ

たロジックを平然と展開する。この“お代

官様”的論理には事情に疎い市民でさえ、

直感的に奇異なものを感じるはずだ。 

まさに歴史の大掛かりな改ざんが前提に

あって初めて可能となるロジックである。 

 

 そもそも原告である能瀬氏は、本来の救

済のあり方とあまりに隔絶した現在の救済

レベルを問題視して、比較対象表の中で

（本来約束された救済レベルの）約１割し

か実施せずに、しかも、不当なシステムで

運営されていると、現状を指摘・批判し、

被告に対し、真摯な反省と誠実な是正への

努力の開始を問いかけているのである。言

葉じりを取らないマトモな大人ならすぐに

分かることである。原告は次のように書い

ている。 

「（前略）…守る会の役員たちはそ

れが間違いだと宣伝しています。そ

の理由としてあげるのは「恒久対策

案は森永措置案に対抗して作成し

た」とか「恒久対策案の一言一句を

完全実施しないからけしからんとい

うのは恒久対策案の精神に反する」

と言っています。これまでを読んで

もらえば、「あて馬」説が間違いだ

とわかるはずです。恒久対策案の実

施率は、現在約１割程度ですが「一

言一句を完全実施しろ」と言ってい

るとの反論は、せめて５割でも実施

してから言ってもらいたいもので

す。被害者でありながら、これほど

加害企業に「思いやり」ある擁護論

を展開すれば、森永は随喜の涙を流

して喜ぶことでしょう。その半分で

も重症者に「思いやり」を示しても

らいたいものです。  

５０年前に受けた被害は、それほど

軽かったのでしょうか。被害者の中

にはヒ素ミルクを飲まされたため

に、一生を棒に振ってしまった人も

いるのです。それらを償うにはどれ

程のことをしてもらっても、満足で

きないと思います。恒久対策案はよ

くできていても、完全無欠ではない

のです。完全に実施しても体はもと

には戻らないからです。 

 三者会談の確認書は被害者が補償

をうける権利を認めた文書です。そ

れを守る会が自ら放棄するような言

動をして、恥じないことが私には理

解不能です。その権利を否定する文

言を過去の文書から抜き出し、前後

の文脈を無視して被害者に不利な見

解を守る会が主張しているのです。

当然受けるべき権利を自ら否定する

のは、どのような思惑からでしょう

か。」 

 

 被告は、原告の抑制の効いた大人の指摘
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を意図的にフレームアップして、「完全実

施は無理だ、被告は無理なことを言う破壊

者だ」などと一人芝居をうっている。この

「一人マッチポンプ」は、被告が現状の

「１割実施水準」を正当化するため、それ

に邪魔となる原告のレポートを埋葬しよう

と計画したパフォーマンスに過ぎない。あ

くどい政治家が常套手段とする政敵排除の

手法だ。能瀬レポートを読んだ人々には、

被告の言説は、「美辞麗句」だけが乱舞す

る空虚で不審なものでしかない。 

 だが、もとより、完全実施をもとめる被

害者家族が「無理を押し付ける」などと攻

撃されるいわれはない。 「我が園は日本

一の福祉施設になって、入所者の幸せに貢

献しよう」と高い志を持つ職員を、「極端

な目標を主張して我が園に混乱と分裂を持

ち込む破壊分子」と攻撃する経営者はいな

いはずだ。 

 この場合の「マッチポンプ」は、高い志

や、目標設定というものを、はなから理解

したくない被告指導部のごく一部の者の思

惑から生れた手法であろう。 

 即ち、「批判意見を極論化して宣伝し、

それへの眩惑（めをくらまさせ、まどわせ

る）効果をもって自らの腐敗温床に対する

周囲の観察力を減退させる」という大昔か

ら使い古されてきた手法である。 

 

 被告の展開する低次元のロジックは、し

つこく繰り返せば繰り返すほど、要する

に、被害者本位の高い目標設定を被害者団

体が持つという当たり前の思考に対し、極

端なまでの嫌悪感を持っている被告の深層

心理をあからさまにするだけである。 

 もっと砕いていえば、基金運営の実態

が、定量的かつ客観的に事業の誠実性が判

断されることへの嫌悪感という、被告団体

のごく一部の者の本音である。「有限資金

での高い目標の追求」は、厚待遇の専従職

員のあり方への見直し論にも直結しかねな

いからだ。 

 要するに自分の取り分を減らしたくない

のであろう。もってまわった言い方で十数

ページにわたって長々展開しても、その意

図は隠せない。 

 

 資金は有限である、当たり前の話だ。 

原告のこれまでの指摘の要点が、救済レベ

ルが完全であるか完全でないかの二者択一

を迫るものではないことや、資金は無限で

あるか有限であるかという言葉遊びでもな

いことは、マトモな大人であれば、すぐに

分かることである。 

 資金は有限であるから救済のより充実し

た実施展開に全員、知恵をしぼっていかね

ばならないのだ。そのためには、被害者の

生々しい改善への声や、現状を憂う、とき

には鋭い怒りの声さえも大切なはずだ。そ

れに真摯に耳を傾けず、弾圧ばかりを繰り

返すから、被告が、何らかの意図に基づい

て被害者へのもの言えぬ支配管理を優先

し、指導部が加害企業の価値観にすり替

わっている実態があからさまになってしま

うのである。 

 

 「資金は有限だからこれ以上の救済は無

理だ」と被告が偉そうに言えば言うほど、

それはそのまま、 

“であれば、基金専従者の厚待遇は一体な

んなのだ” “元々は、もっとも苦しんで

いる被害者へ向けて支出されている基金で

はないか”、という本質的疑問が返ってく

るだけである。問題は単純である。 

 

 基金専従者集団の特権的地位を棚に上げ

て、被害者団体指導部が基金の運営のあり

方を問題視せず、基金に成り代わって「重

症被害者には厳しい待遇もやむなし」と臆

面もなく言い放つご都合主義的「基本原

理」が、数十年に亘る機関紙宣伝や人的工

作を通じて、今では、被害者会員に「浸透

し、理解されている」と強調するのであれ

ば…それは、「被告が自主的に加害企業の

本音をくみとり、救済資金の将来的圧縮も

やむなしとする思想を被害者のマインドへ

先行的に浸透させる努力にまい進してい

る」と言い換えたほうが的確だろう。 

 

 原点に戻ろう。 

 そもそも、原告の批判提言は、被害者家

族本人たちの願いをまとめ、体系化されて

きたものである。被告自身までが「原告

は、被害者家族と通じ合っている」と散々

言い放って来たのだ。 

 ところが、その主張を、「空想論」「よ

そ者が（中略）勝手なことをして、被告ら

に迷惑をかけている」と言うのなら、結

局、被害者家族自身がモノ申した時点で、

「よそ者」の主張としてまとめて排除して

もいいいという暴論ではないか。（※２） 

  

 「恒久救済対策の基本原理（基本理念）

が喪失しているから問題である」と、原告

やそれと「通じ合っている（被告の弁）」

被害者家族が主張してきたのだ。基本原理
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を問題にしてきたのは原告らであり、基本原

理を勝手に改ざんすれば、必ずその矛盾と、

腐敗の温床があからさまになる。 

 被告は、「逸脱し切った基本原理」で何が

悪いんだと開き直る前に、歴史を振り返り、

重症被害者家族への「暖かい心」にもとづく

「努力」をしたらどうなんだろうか。 

（※２）被害者家族も、批判をした途

端に被告組織から「よそ者」扱いされ

るということ。前回の準備書面で被告

が明言しているように、会員被害者家

族の使う日本語が、能瀬氏の使用する

日本語と似ていようものなら、まして

や、能瀬氏と喫茶店で話したことがあ

ろうものなら、「破壊者・能瀬から煽

動を受けた被煽動罪」という、聞いた

こともない新種の罪を被せられて、正

式に排除される。それが被告のロジッ

クの一大特徴だ。 

 

裁判所公文書中におけ

る「よそ者」放言につ

いて。準備書面の劣悪

な品質。 

 

被告の密室性と異論排除思想が明

らか 

 

 公式文書中の、この低俗な放言には

目を疑う。異論に耳を貸す姿勢など、

はなから持って居ないことを、被告自

身が自分で暴露したにも等しい象徴的

発言だ。悪党が暴力で支配する西部の

街にやってきたジョンウェイン保安官

へ 初に投げつけられる悪罵だったよ

うな…。 

 

 被告が今次裁判で展開してきた、

「争点外し」の膨大な美辞麗句のオン

パレードも、この言葉一つで、すべて

帳消しになってしまった。「よそ者排

除」で成り立ってきた閉鎖社会の巨大

な闇は、「おして知るべし」である。 

 

 被告が麗々しく主張する 新版の

「恒久救済理論」の欺瞞について、継

続的にその問題点を掲載していく予定

である。 

 

—————————————————- 

■被告「守る会」の

第６回準備書面の実

態 

平成２２年２月８日提出 

被告第６回目の準備書面内容  

事実及び評価 

 

  

被告の主張（ゴシック体部分） 

 1、生活手当について取り上げて説明する

理由 

（1）原告は恒久対策案が空洞化している

と非難する場合、いつも「生活手当」をと
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りあげている。そして原告は、甲２９号証

（森永ヒ素ミルク知有毒事件発生から５０

年）ではひかり協会が加害企業に思いやり

ある擁護論で森永は随喜の涙を流して喜

ぶ、と加害企業の言いなりになっているか

の如く批判している。その場合常に引用す

るのが、生活手当である。そこで、この準

備書面ではひかり協会が実施している生活

手当に関して説明する。 

 

（２）①生活手当などひかり協会が支給す

る金銭給付は、損害賠償ではなく、救済と

して給付され、②生活手当の金額などの救

済内容は、被害者が長い時間をかけ討議し

た末、被害者自身が決定した。  

 

 （原告側の指摘）（明朝体） 

 この裁判における被告は「森永ひ素

ミルク中毒の被害者を守る会」である。  

 一方、生活手当を支給するのは、救

済機関である(財)ひかり協会である。  

 ひかり協会が被害者救済にあてる資

金は、加害企業森永から出ている。 

  

 被害者で組織する被告がひかり協会

の弁護を何故シャカリキになってする

のか、それがわからない。 

 ひかり協会が森永に「思いやり」ある

擁護論を述べれば「随喜の涙を流して

喜ぶ」と原告が批判することが、なぜ、

「ヒ素ミルク中毒の被害者である被告」

のゲキリンにふれるのか分からない。 

 生活手当については、恒久対策案に

示されている基準が「国家公務員一般

行政職の給与相当」とある。原告はそ

れが守られていない、と批判している

のに、被告である「被害者を守る会」が

シヤカリキになって否定するのもわから

ない。 

 

被告の主張（ゴシック体部分） 

 

 4.  生活手当にかかわる被害者の選択と

決定、生活手当の内容 

 （１）ひかり協会が行う被害者救済は、

財源の金額による限界はあるものの、大勢

の多様な被害者に極力細かく対応するよう

にしている。30歳代をむかえて、新しい対

応がなされた。 

 （２）被害者が30歳代を迎え、親亡きあ

とに被害者が生活できるように生活設計を

し、地域で支えられて生きて行ける体制を

確立するようにした。また相談体制を強化

し、健康管理、病気の予防の対策を強めよ

うという考えが出てきた。 

 （３）３０歳代を迎えての被害者救済事

業の基本的確認事項の中では、障害が重い

人については、つぎのとおりにまとめられ

ている。 

 被害者の中には、障害・症状が重度であ

るために、なお自立が困難な者が多くいる

ことは周知の事実である。 

 そのため重度障害者に対する生活保障事

業としての手当の内容は、公的給付と合わ

せて、国民的合意の得られるものとする。

本人の所得保障の水準額は、30歳の勤労者

の賃金の60%とする。 

 （４）、（５）は略 

 （６）被害者（父母、親族を含む）や関

係者の間で、以上の30歳代の救済のあり方

の議論をすすめる中で、次の①～③が、被

害者や関係者の間で共通認識となった。 

 ①「協会事業には賠償金の支払いは含ま

れないこと」「救済とは、被害者の教育

権、労働権、生活権等一切の生存権の回復

を目指し、その発達を保障すること」であ

ることの認識を改めて強くした。 

 ②行政協力を積極的に求め、公的制度・

社会資源の活用をはかる。 

 ③救済事業は、森永の被害者だけがよい
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生活をするのではなく、国民と共に我国

の福祉の向上を願い、ひかり協会の救済

事業は、国民の福祉の向上と被害者の福

祉の向上が同時に行われるように考え、

国民の理解と支援を大切にして、事業を

すすめていかねばならないことの意識を

深めた。 

 （７）ひかり協会の生活手当の受給条

件と特徴 

 ①生活手当の額は、重度の障害のある

被害者の１カ月の生活費を想定してい

る。障害者基礎年金を受給している事を

受給要件とし、年金と生活手当を合わせ

て生活保障水準額となるように制度設計

されている。 

 被害者の中には、中小企業で一生懸命

苦労して働いても、給料の少ない人もあ

り、働かないで受取る生活手当につい

て、被害者全体の公平感も考慮された。 

 ②生活手当の制度もその額も、被害者

（父母親族をふくむ）自身が決定した。 

 ③ひかり協会は、被害者救済の内容に

ついて、国民の理解がえられることに強

い配慮をしている。守る会運動が、国民

の理解をえられず、失敗した過去の歴史

の教訓を重く受け止めている。生活手当

の金額の決定に当たっても、国民から理

解の得られる水準を考える。そして、生

活手当は、国民の福祉の向上と共にある

と考える。 

 ④１か月の、保障されるべき生活費

は、障害基礎年金１級の受給者も２級受

給者も同額であることを前提としてい

る。そのため、障害者基礎年金のおおい

１級の受給者が、２級の受給者より、生

活手当の額が少ないことになる。 

 被害者らにある個別的違いの部分は、

生活手当とは別に実施している。健康の

回復やリハビリテーション、自立生活の

確立、社会参加のために必要な費用の援

助などで充当される。そこで、障害基礎

年金の１級受給者と２級受給者で生活保

障水準額を変える理由はないという前提

である。 

 ⑤出発当時は、月額１１万円であり、

生活手当１級45,125円、２級58100円であ

り、障害者基礎年金は1級64,875円、2級

51、900円とされた。 

（8）①原告は、障害の重さだけにこだわ

る損害賠償方式の考えに立って、ひかり

協会の救済方式を批判するが、守る会に

集まった被害者は、ひかり協会方式（地

域で、国民の理解をえて、自立を目指す

被害者共通の福祉の向上）を選択してい

る。 

 ②ひかり協会の救済事業は、個別にひ

素ミルク中毒との因果関係を明らかにし

た上で、被害を金額に算定する保障制度

ではない。被害者に発生した健康状態の

悪化等に対して、ひかり協会のもつ対策

のメニューを提供して、被害者の救済を

する制度である。 

 ③ひかり協会の救済事業を希望してい

る全被害者が、この救済方式を受け入

れ、賛同している。 

（9）①また観点をかえると、ひかり協会

の救済は、生活手当だけではない。生活

手当の分野以外に、多くの救済メニュー

があり、被害者は、他の方法による救済

と重複して、総合的な救済を受ける。 

 ②重い介護を要する被害者には介護料

を支給している。「30歳代の救済事業の

あり方」が実施された当時、生活保障水

準額に介護料を合わせると、月額176、

000円となっていた。 

 ③ひかり協会の救済は、被害者の全生
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涯にわたる福祉向上のためにおこなわれ

る。損害賠償額の金額計算という観点で判

断されるべきではない。 

（10）榎原氏ほか2名が岡山弁護士会と広

島弁護士会の人権擁護委員会に人権侵犯の

申立をした。 

（11）①ひかり協会は、被害者の意見を最

重点としてきき、専門家の意見をうけなが

ら、公正に救済を実施した。 

 ②ひかり協会の救済は、恒久対策案をそ

のまま実施するものではないことが、繰り

返し確認された。 

 ③ひかり協会の救済は、教育、労働、生

活など被害者の自立に向けての全面的な支

援をすること、全被害者の福祉の向上がひ

かり協会の救済であるとされた。 

 ④ ひかり協会の救済は、総合的な救済

事業であること（第2の原則）、そして個

別対応こそ生きた救済である（第3の原

則）という観点（救済の3原則）から救済

がなされるようになった。 

 ⑤ 恒久対策案当時とは、まったく姿を

かえた救済方策になっていった。恒久対策

案を、そのまま論じても意味がない程に、

協会の救済は変化発展している。 

 ⑥ ひかり協会の救済は、公的制度の活

用と行政協力を重視し、公的福祉を補完す

るという考え方である。 

 ⑦ 救済は、被害者らが議論し、ひかり

協会の事業として実行されていったが、生

活手当に関しては、保障されるべき生活費

の額を10万円として、被害者の間で議論が

すすめられた。 

 （原告側の指摘）（明朝体） 

10万円については、当時の他の被害者

が得ていた労働賃金との公平な扱い

（他の被害者が苦労して働いて得られ

る賃金より、働かない被害者への支給

が高いと、被害者全員の間で共感が得

られない）も考慮し、また、守る会の基

本方針であるところの、国民の理解を

得られる金額とすること（守る会は、被

害者の福祉の向上と国民の福祉の向

上を、共に考え、歩んでいかねばなら

ないとしている）も考慮して決定した。 

 

この額は、30歳の勤労者の賃金の60％という額

になった。 

 

 ⑧ 生活手当を決めたのは、被害者自身であ

る。ひかり協会は、被害者の意見を尊重した。

被害者の間では、いろいろな段階、長い間の

議論の末にきめられた。被害者が決めた制度

である。  

 原告は被告に「協会の救済事

業」について説明を求めたことは

ない。これらはすべて裁判の「争

点とは関係ない」ことである。これ

らは裁判の引き延ばし以外のな

にものでもない。 

 

------------------------------- 

 

 生活保障事業とはギョウギョウシイ名

前をつけたものだ。 

 

・単に金をはらっているだけのことで、

それが事業と呼べるものなのか。 

 

・「国民的合意」をどのようにして得たの

か。 

 

・「本人の所得保障水準額」というが、

誰が「本人の所得」を保障しているの

か。 

 

 ひかり協会が払っているのは僅かなも

のである。内訳は国の障害者基礎年金

と協会の生活手当を合計したものを｢所

得保障水準額｣と称している。 

 

 所得の大半を国の年金におんぶさせ
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ておいて、それに生活手当を僅かに

「上乗せ」しただけで、あたかもそれを、

ひかり協会の事業のごとく「生活保障事

業」と詐称しているにすぎない。 

 

 その上問題なのは「３０歳の勤労者の

賃金の６０％」としていることである。 

準備書面のなかでは「被害者の中に

は、障害・症状が重度であるために、な

お自立が困難」と書きながら、なぜ「３０

歳の勤労者の６０％」なのか、その説明

もない。 

 

 「自立が困難」なことを知っているのは

被害者である被告のはずである。健常

者より生活費も多くかかることは常識で

あるはずだ。その上、最大の「ギモン」

は「勤労者の賃金」と称する統計資料

の出典である。 

 これまで原告は、「出典の明示」を求

めてきたが、被告は黙殺である。その

後にも裁判において被告準備書面に

は、なんども「勤労者の賃金の６０％」が

出現したが、出典は明らかにされてい

ない。 

 

 「国民の理解と支援」を掲げながら、

以上のような「重大決定」を新聞発表す

るわけでもなく、それらを決定した会議

も公開されたことはない。すべて「密室

で決定」された結果を発表しているか

ら、異論が排除されていることは、外部

のものにはわからない。 

 

４.（３）で「障害が重度で自立困難」と

言った舌の根が乾かぬうちに「働かな

いで受取る生活手当」と書く無神経さに

は唖然とするばかりである。 

 

 「公平感」をもちだし、最重症者が受

給する「生活手当」を比較の対象にす

るところに、弱者と弱者を競争させて不

満の矛先をかわす意図が明白である。 

 

 生活手当の低額化を目論見み、あた

かも過大な補償要求を事件発生当時

にして運動が失敗したような誤解と嘘を

重症者に与えようとしている。当時のこ

とを詳しく調べも解説もせずに、事実を

歪曲しているのである。 

 

 ④生活手当が1級も2級も同額である

ことの正当化を図るために、リハビリな

どあたかも実施しているかのように羅列

している。岡山市に住むYさんは両下

肢障害の2級の被害者であるのに外出

もできないで、家内の移動すら壁伝い

にしている。リハビリなど受けたことがな

いという。自立生活をするためには家

のバリアフリー化が緊急の課題である

が、それすらしていない。 

 広島のY.Nさんは1級の被害者である

が、26歳の時に初めて養護学校へかよ

うようになった。それまで学校教育と無
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縁だったので、団体生活になじめな

かった。そのことを心配した両親が、ひ

かり協会へ休祭日に訪問指導をしても

らいたいと、ケースワーカーの派遣を依

頼した。しかし拒否されたので、ひかり

協会理事長に要望書を出し続けた。理

事長からは返事がなく、実現したのは、

4年半後でそれも2年でとりやめになっ

た。 

 

（８）①については、原告はそんなことを

言ったことはない。2006年にひかり協会

が発行した『ひかり協会30年の歩み』の

35頁には 

＜「30歳のあり方」では、「協会事業は、

過去の金銭賠償を対象にしなたもので

はなく、被害者の現状回復を基本とし

た救済制度であり、『恒久対策案』でい

う新しいパターンの損害賠償制度であ

る」とし、これを「三者会談方式」として

定着化した。＞ 

とひかり協会自身が書いているのであ

り、被告は「知ったかぶり」をしてあたか

も代弁人のごとく、また親衛隊のごとく

装いながら、マチガッタことを平気でば

らまいている。 

 

（９）①また観点をかえると、公的サービ

スを紹介することや、公的施設を紹介

することもひかり協会の「救済メニュー」

のなかに入っている。 

 

②介護料を生活手当と合算することは

筋違いのことである。介護するのは親

兄弟であり、自身が仕事で得られるべ

き所得を犠牲にして被害者の介護をし

ているのである。176,000円をあたかも

多額のように記載しているが、もし両親

が介護にあたれば、この金額で3人が

生活することになる。介護料は親に支

給され、生活手当は本人に支給される

のである。 

「みそもクソ」も一緒にするとはこのよう

なことの例えである。 

 

（10）この事実を記載したことを見とがめ

て、被告は「学者の論文」にケチをつけ

てきた。事実の記述すらも、自己に不

利益と判断すると許さない、という体質

を如実に表している。 

 だから、被告たちに都合のいいことし

か言わない「専門家」の意見しか聞く耳

をもたないことになる。そこには「公正」

な運営は期待できない。 

 

（11）ひかり協会の救済は恒久対策案

をそのまま実施する考えはないようだ。

そのなかで「金のかからない、人手のか

からない、時間のかからない」ことしか

やらない。③についてもYさんやY.Nさ

んの例に本質は現れている。 

 

④の個別対応とは、別名個別撃破であ

り、「できない、できない」とできないこと

を繰返し、「あなたのいうことをきいてい

たら、ひかり協会はつぶれてしまう」（広

島Y.Nさんが言われた）とあきらめさせる

ことである。 

 

⑤恒久対策案の内容を詳細に解読す

ると、具体的実施項目32の内8割は不

実行である。 

 

⑥公的制度と行政協力を利用すれば、

森永から支出された費用を内部で分配

するときに、あらかじめ固定費をさっぴ

く者達には画期的な「節約策」となる。 

 それは、国民の税金でもって森永ヒ

素ミルク中毒の被害者を救済すること

になるのだが、実際の意味は正反対で

ある。前述でみたような価値観をもつ者

たちが仕掛けている意図は別のところ

にある。 

 救済資金から得る自らの厚待遇を維

持するためには、重症者への支出を低

く抑えることが必須となり、考えついた

のが、「行政協力」である。それが重症

被害者へハッピーな効果をもたらして

いるのなら、言論弾圧も除名なども必

要ないはずだ。また、自らの独裁体制
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を維持するためには、加害企業の意図

をあらかじめ汲むことも必要になろう。 

 このような政策をとることが、加害企業

の救済へのモチベーションを低下さ

せ、公害事件の教訓化にとって反面教

師になることは、企業社会で生活する

国民には想像に難くないが、被告には

理解できないらしい。 

 被告は、被害者への低め抑制政策を

「国民との合意」などと強弁して、「国

民」を会員への脅し文句に使う。なら

ば、この公的年金や公的施策・施設の

併用について、全国民に対し、いつ説

明責任を果たし、全国民（被告が好き

な「全被害者」にならい）とどう合意を取

り付けたのか？ 国民からの批判に噛

み付く前に、国民の税金を使いなが

ら、国民への説明をサボって、一国民

を弾圧している自らの態度を恥じ入り

謝罪し、即刻その態度を根本的に改め

るべきだろう。 

 

⑦10万円とは1985年の頃のことであ

る。被害者の間といっても健常者ばかり

であり、重症者は入っていない。「30歳

の勤労者の賃金の60%」と被害者が30

歳の時にいわれると、40歳になれば

「40歳の勤労者の賃金60％」と思うのが

常識的な考え方である。それが現在54

歳になっても「30歳の勤労者の賃金」

即ち1985年時点を基準にしているため

スライドしても僅かだ。だから、当時の

生活手当1級の月額50,000円は現在

57,492円で増加したのは、7,492円であ

る。それに比べ障害者基礎年金は

61,817円が現在は82,510円になってい

る。 

 

⑧この論理は被害者自身が決めたの

だから文句はなかろうということである。 

しかし被告は準備書面（4）の5頁3では

次のように書いている。「救済対策委員

会（ひかり協会）が救済事業として取り

上げてくれなければ、救済対策はでき

ないのである。」さらに続けて「（1）被告

の準備書面（1）の12頁⑤項で説明した

とおり、恒久対策案の中で、救済は、救

済対策委員会を設置し、同委員会が

資金の運用、基準の設定その他必要

なすべてを決定し、そのもとで救済をす

すめる、ことを決めていた。」と書いてい

るのであるから、被害者自身が決めるこ

となどできない相談である。都合の悪い

ことになると、「それは被害者自身が決

めたことだ」と前言を翻して恥じない言

動には辟易するばかりである。 

 

5についても被告の主張は前項と同じ

論理で「被害者自身が決めたことだ」と

強弁しているにすぎない。これまでは

「ひかり協会が決める」ことだと主張して

きたことを、ここへきて「被害者自身がき

める」ことだと逃げをうちだしたのは、 

これまでの理論の破綻を露わにしたに

すぎない。 

 

 いずれにしても、被告とは別の組織の

ことを「被害者を守る」ことを忘れて「ひ

かり協会」を守り、「加害企業」を守り続

ければ、理論的に破綻をきたすことは、

目にみえていることである。 

 

（3）生活手当の内容 

「本人の生活費を賄う」とはどのような基

準によるものか、さらに本人は「結婚し

ない」前提なのか、また「子供を産まな

い」前提なのか明らかでない。本人1人

の生活が賄えれば、それでいいという

考えなのだろうか。 

「類似する公的制度」とはなにを指して

いるのであろうか。公害健康被害の補

償等に関する法律によれば、4年前の

基準で男子353,100円、女子204,200円

を給付月額として決めている。どのよう

な制度を調査したのか、明らかにする

必要がある。 

 また「労働者の賃金水準」というが、ど

のような統計を調査したのか、変動に

ついては、どのような方式を適用してい

るのか、それらのことはまったく明らか
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にされないのである。 

 

（4）生活手当は「このように」といわれて

も「どのように」選択したのかあきらかで

はなく、なにが「成果」なのか「ちんぷん

かんぷん」である。 

 

6、全被害者が賛同している証拠はあ

るのか。賛同しない被害者は排除し

て、「物言わぬ」被害者に仕立て上げ

る。それでも沈黙しない批判者に対し

ては、ある日突然に「誤支給」と称し

て、今まで支給してきた手当の基準変

更を極秘裏に行い、数百万円の返済

を迫るというあくどさである。 

 

（1）これまでは三者会談確認書にもあ

るとおり「因果関係をとわない」としてい

たのである。しかし1994の「40歳代のあ

り方」いらい「中途障害者の場合は成

人期以前からの障害」特別して救済し

ないことを決めている。 

 

（2）このようなひかり協会の救済をなぜ

「有り難く」思わなくてはならないのか。

「障害を与えたのは」森永が作った「ヒ

素ミルク」であり、その原因がなけれ

ば、今日の後遺症はありえないのであ

る。「恩恵を受ける」とは辞書でも引い

て正確な意味を把握して使用してもら

いたいものである。「恩恵」とは「めぐみ

を与える」ことであり、この言葉を使え

ば、「する原因がないのに、一方的に

あわれみをかける」ということになる。こ

れほど言葉に「ドンカン」なものが 書

いた文書を読む不幸をしみじみかんじ

ている。 

 

 被害者には「被害者の果たすべき責

任」があると思う。それは被害の正しい

継承であり、いままでたどってきた歴史

の正確な記述である。また被害者と加

害者は、どこまでいってもその関係に

変化はないということであり、それをあ

いまいにすることで、事件の再発を招く

原因になることである。 

 

 

 弁護士会とか国会に働きかけることは

社会常識にそったことではないというの

は、今回被告から教えられて初めて

知ったことである。 

 この国の市民が弁護士や裁判、国会

を通じて社会の改善・改革を試みる努

力を、被告は、非常識なおこないだと

あっさり否定した。 

 

 被告代理人におかれてはこの両方に

携わった経験の持ち主であるが、この

ような認識のもとに仕事をなさってきた

とは、立候補されるときにでも表明され

ていたなら、貴重な1票を投じなくてす

んだものと後悔する。 

 

 総評 

 
 被告の主張（ゴシック体部分） 

「被害者は、老人となっても、生涯

にわたって、ひかり協会の安定した

救済を受けようと考えているから、

森永乳業株式会社の経営内容を悪化

させることは回避しなければならな

いと判断している。」  
 

総評1- 

改善を求める被害者は加

害企業の経営を脅かして

いるのだ、の怪 

 

 この第6回文書で、当初の恒久対策

案が、今では、全公害被害者にとって

の反面教師になったことが証明され

た。 

 

 被害者の親が血の滲む思いで築き

上げた前例のない恒久救済対策案
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を、被告が完全に骨抜きにしたことを

示す歴史的文書となった。 

 とくに左記がこの文書の結論であり、

被告はこれを言いたいがために膨大な

紙数を使って自画自賛を繰り返し、加

害企業の繁栄が被害者の老後の安心

であるかのように言い切る珍しい言説

を発明した。 

 自己中心的かつ非社会的な価値観

が究極的に到達した結論であり、この

思想を被害者に刷り込み、対外的にプ

ロパガンダを展開しているという意味

で、かれらの言動は、広く社会的に分

析されるべき対象となる。 

 

 
 被告団体の上層部は、自らを加害企

業からの給与生活者だと信ずるに至っ

た者達なのだろう。だから、基金の活

動は、福祉であり賠償ではないのだと

主張したいのであろう。 

（前述のとおり、自ら「賠償の新しい形だ」と主

張したことを忘れているが） 

 

 「そろそろ、被害者になった原

因を忘れ、障害の苦しみを言わ

ず、真に闘った親達の苦労と歴

史を忘れて、加害企業からの金

銭をお恵みとして感謝し、加害企

業の業績発展に貢献しなさい」と

いう、公害被害者に対する高み

からのお説教である。 

 

 被告には、恒久救済対策を真剣に実

施する努力を通じて、公害再発への戒

めともしていくような視点などは、もは

やないのだろう。 

 しかし、公害事件処理において民主

主義を認めない立場からの加害企業と

の利益共同体的関係構築の言説鼓吹

は、実際には、現実の被害者家族の

生活権を侵害し、そればかりか、産業

公害の起源・発生・闘争・救済・総括・

改善という改善の循環サイクルにおけ

る歴史的教訓と知見の獲得にあたっ

て、巨大な負の効果を逆流させること

になる。 

 被害者家族をおこらせ、それを黙ら

せる弾圧が不可避となる必然性がここ

にもある。 

 この準備書面をかかせた上層部に関

しては、彼らが救済資金を「給与」と受

け止めているのは想像に難くないが、

それを被害者全員の価値観と言い切

る行為は、そのよこしまな思想を「全被

害者へ強要している」ことを認めてお

り、言論弾圧はその必須のツールだ。

全公害被害者を冒涜する言説でもあ

る。 

 

 更に、この主張にはあくどい詭

弁論理が忍ばされている。 

 最後の最後で「森永乳業株式

会社」とお客様宛請求書のように

フル標記しているところも奇異だ

が、「森永乳業株式会社の経営

内容を悪化させること」とは何を

指しているのかということである。 

 もし、「原告の主張は、森永乳

業株式会社様の経営内容の悪

化に繋がる」とでも言いたいので

あれば、それは、事実の歪曲で

あり、存在しない前提を使って、

自己の主張を正しいと強弁すると

ころの詭弁マインドコントロール

である。しかも、それは、被害者

と、国民と加害企業の三者へ向

けたものと推察される。（※１） 

この手法自体が主張者のウソを

証明する。詭弁は短期的に人を

騙せても、長期的には恥をさら

す。 

 

 原告の主張に反映されている

被害者家族の憤りは、森永に無
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制限の支出を要求するものでは

ない。 

 被告「被害者団体上層部」が、

原告らの批判を反省して受け入

れることと、森永乳業の経営内容

にはなんの関係もない。 

 

 森永乳業の経営状態は、社会

的モラルと法令の遵守を含めた

かれら自身の営業努力の責任で

ある。 

 もし仮に、加害企業が、自らの

努力不足を棚に上げ「業績悪化

は、被害者団体内部の民主主義

と言論の自由のせいだ」と考え、

それを被害者団体上層部に代弁

させて、被害者会員や国民へ不

法に噛み付かせるのなら、それ

自体が恥ずべきコンプライアンス

違反である。被告自身の態度が

原因企業の行く末を誤らせ、その

評判に影響しかねないということ

が、さっぱり理解できないようだ。 

 
 一般的にいって、被害者運動に対し

て感情支配型の対応を継続している

加害企業から、言論封殺による被害者

管理手法への協賛をえることはたやす

いだろう。（※３） 

 そういう状況下で、「利益共同体的労

使協調主義」を持ち込むとさらに歓迎

されるだろう。 

 

 救済資金から賠償的意味合いを歴

史的事実と共に抹消し、「これは福祉

だ年金だ」と、あたかも公害被害者は、

加害企業へ感謝すべき「か弱い」存在

であるかのようにマインドコントロール

で刷り込む行為。それは、同時に、原

告や、もの言う被害者家族への弾圧

と、もの言わぬ会員被害者へのさらな

る脅し、という一石二鳥の効果を狙っ

ているのかもしれないと考えるのは邪

推だろうか？ 
  

 被告が弾圧を繰り返せば繰り返すほ

ど、被告自身の態度が森永乳業株式

会社の体質を悪化させることになるか

もしれない。「知りませんでした」は通用

しない。1955年でもなければ、1986年

でもない。今は21世紀だ。 

 

 
（※１ 「被害者団体」の看板を掲げる被告のこ

んな台詞をみるにつけ、悪代官との密談酒席

で「あの町人はあんなこんな○×○×で、ほっ

ておいたらお代官様がとんでもないことになり

まっせ。ワテがなんとかしてやりますからお任

せ下さい。つきましては次のアレに…」とモミ手

をして取り入る輩を思い出すのは時代劇の見

すぎだろうか？ 

 
（※２ 感情先行型企業は、阿諛追従を取り巻

きにしたがる。） 

 
（※３ 哀しいかな概してそういう傾向がみられ

る。当人は無自覚だが、言論を弾圧する組織

が主張する「加害企業への感謝」というロジック

を心底嬉しがっている加害企業の元役員たち

の姿はその鏡像である） 

 

総評２-- 

みんなでやっているから、

言論弾圧は正しい、の怪 

 

言論弾圧がバレているのに、それとは

お構いなしに「被害者で決めた」「被害

者で決めた」を連発する会の怪。 

 

 組織内に民主主義が機能せず、言論

弾圧が横行していても、「被害者で決

めてきたことだから正しい」、などと紋切

り型の主張を執拗に繰り返し、あたか

も、古代ローマ直接民主制の全員投票

でも実施しているかのような幻想を撒き

散らす。 

 プロセスを抜きにして、いったん「決め
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た」あとは、批判や改善意見を徹底的

に排除するのであれば、その「みんな」

とは独裁システムで管理された「みん

な」となる。 

 

 歴史的事実を意図的に語らず、それ

を不当に改ざんしているかどうか、そし

て、組織に民主主義が機能してきたか

どうかが、問題の核心をなす大前提で

ある。 

 

 

 

—————————————————————————————-———- 

■被告「守る会」の

第7回準備書面の実

態 

被告第７回準備書面批判 平成２２年３月２９日に被告

から第７回準備書面が提出された。 
以下、「被告」とは、被告団体の構成員全体をさすものではな

い。被告団体の一部指導部（基金である「ひかり協会」役員や

職員を兼任し給与を受け取る者を含む）と不当な行為に手を貸

したり、広告塔として跳梁する者をさす。 

【第一次評価】 

■争点に関して無意味な書面を提出し続ける

被告 

 裁判を冷静に監視している側には、能瀬氏

や榎原氏の批判が当たりすぎていて、もはや

有効な反論もできず、無意味な噛み付きを繰

り返している姿としか映らない。しかしそれにし

ても「人の道に外れた」ともいうべき侮蔑的差

別的言辞を被害者家族へためらいも無く投げ

つける姿には、ただただ驚くばかりである。

（後半紹介） 

 まず、係争的視点からは、この準備書面へ

の指摘は以下の短い内容で十分である。 

１．今回の訴訟は、被告とは異なる「救済基

金」が実施する「事業」の内容が被害者に

とって妥当かどうか、を争う訴訟ではない。 

２．この訴訟は、事実とは異なる内容、つまり

「嘘」をもって、自らの気に入らない人物へ

の人身攻撃をした被告が日本社会におい

ては違法か合法かという、すこぶる単純な

争いである。被告が、いくら紙数を費やし

て、能瀬氏を「嫌いだ」「考え方が違う」と

繰り返してみても、この争点は揺るがない

し、それには、なんの意味も持ちえない。 

３．争点に関して、被告の展開した嘘が、「嘘

ではなく事実である」という論証は、7回も

書面を出しておきながら一度も成功してい

ない。無意味な大量の文書を提出するこ

とで、裁判（官？）の心象に影響力を行使

しようとしているのなら、真実というものと、

それに基づいて厳正な判決を下す司法と

いうものをなめた行為である。 

 能瀬氏は、本人も覚えのない内容によって

誹謗されたのであり、いくら被告があわててが

んばってみても、存在しない事実をあとから作

り上げることはできない。「嘘の上塗り」という

戒めの日本語はこういう所業のために存在す

るのである。 

被告が能瀬氏と榎原氏を嫌うのは勝手だ

が、争点ぼかしのくだらない目的のために「嫌

い」だと言えば言うほど、その「嫌い度」に比例

して、徹底的に個人攻撃したことを言外で認

めるだけである。 

これに加え、事実認識という裁判の大原則

から観察すると、肝心の争点に関して一切の

正当性を主張できない被告の実態、嘘の上

塗りをするために徹底的に書き連ねる原告及

びもの言う被害者家族への口汚い罵倒の言

辞がほとばしる準備書面をみれば、被告が批

判者へ抱く憎しみの強さ（即ち民主主義的言

論への嫌悪）と、それによって被害者家族がこ

うむってきた精神的経済的苦しみを「文句を

いうものは少数だ」などと露骨に愚弄・欺瞞し
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つつ、その心情を一顧だにしようとしない傲慢

姿勢とその罪の重さをより鮮明にする結果に

なっている。 

 

■事実認識をほっぽりだして、「こうに決まっ

ている」→「だからこうしてやる」→「だから何が

悪い」との奇怪な三段論法 

 さらに今回の準備書面の内容はひどいもの

で、そのほとんどは悪意に満ちた意図的な仮

定・推論形式を使ったご都合主義的展開（＝

これを世間では「嘘つき」という）を前提とし

て、能瀬氏への個人攻撃を正当化しようと四

苦八苦するあげく、論理矛盾に満ちたものに

なっている。 

（詳細は、能瀬英太郎氏による後半掲載の準

備書面をご参照）→ｐｄｆファイル 

 

■好戦的言辞が踊る被告の文書 

 さらに、きわめて好戦的な言辞が踊る内容

である。原告や被害者家族が被告組織への

批判を行った単なる言論活動を、「破壊行為」

や「妨害行為」などという扇情的言辞を多用し

て形容し、それをさらに「違法行為」と簡単に

言い換えてしまっている。 

さらには、「破壊」や「破壊行為」「混乱」「破

壊活動」「破壊工作」という用語が氾濫してお

り、書面の1ページだけでも（原告によるところ

の）「破壊」という言葉が、実に6回も登場す

る。さらには、勢いづいて、「反乱軍を作り」（ｐ

４）とか、「戦争開始」（ｐ８）とか、「なにをしでか

されるかわからない状態」（ｐ６）「総会を混乱さ

せられる恐れがあった」（ｐ６）「原告は激しい

闘争を繰り返している…」（ｐ１３）と放言を繰り

返す。よほど戦争や、反乱や闘争といった言

葉の使用にためらいがないのだろう。しかし、

使う相手を間違えれば、単なる罪びとになる。 

本当に、「違法妨害行為」や「反乱軍の創

設」や「戦争を開始」しようとしているなら、威

力業務妨害罪などで警察が動くはずだが、警

察の許可を得ている行動を違法行為というの

である。なんとも珍妙だ。しかも原告は、被告

の総会会場前に抗議の幕などはっていない

のに、証拠も示さず、“原告も張った”と放言し

ている。その言い草が「能瀬＝黒幕論」であ

る。昔の漫画本に出てくる少年探偵団や、戦

前の特高警察による一斉検挙の言い草を思

い出す。たぶん、被告は、道路使用許可を受

けた春闘の街頭デモ行進や、公害問題に関

する学術論文の発表といった言論活動も、国

家への妨害と違法行為であると主張されたい

のだろう。裁判官の心証形成に影響をあたえ

ようという願望なのかもしれないが、民主主義

の守り手に対して、これでは逆効果であろう。

裁判は厳正な事実を唯一のよりどころにする

ものなのである。 

 

■公害被害者団体が民主主義の精神を真っ

向否定 

被告被害者団体指導部の民主主義の基本思

想を蹂躙するかのような奇怪な発言を２つ紹

介しておく。 

準備書面9ｐ 

 「弁護士会人権擁護委員会への申立は、公

害調停申立、国会を動かすなどの方法と共

に、弁護士でも気付かぬと想われる奇抜な方

法であるから、原告が考え出して、推進したも

のであろう。」 

コメント→人権擁護委員会を頼る市民を「奇

抜」だと誹謗し、黒幕にあやつられる行為とし

て二重に攻撃している。被告の第7回準備書

面は「奇抜な公文書」として永久に歴史に刻

まれるだろう。パブリックな市民サービスを展

開する日弁連の人権擁護委員会は重大な決

意をもって、この準備書面に反論或いは釘を

すべきだろう。 
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準備書面18ｐ  

「とりわけ」とわざわざ前置きして、 

「原告は、被告やひかり協会の決定権の及ぶ

範囲内に侵入してきて、原告の主張を展開す

るのであるから、その場合には、被告やひかり

協会の確立したルールを尊重してもらわねば

ならない。このルールを無視して言論の自由

を主張され、被告やひかり協会に迷惑や被害

が発生した場合は、原告の行動は、違法な活

動と評価されることとなる。」 

コメント→「決定権」とか「侵入」とか「ルール」と

かの言葉を並べて、迷惑＝違法行為と安直に

言い切る。この感覚、大丈夫だろうか？ これ

で、被告に少しでも有利な判決が出れば、

「治安維持法」が再来する前兆となるだろう。

被告は、日本国での言論の自由そのものを、

思いつきの理屈で全面否定している。こんな

無茶な文章を裁判所に出していいのだろう

か。「迷惑」＝「違法行為」と意味不明の断定に

至っては法理と無縁の文書であるとしかいいよう

がない。 

存在しない「違法行為」を裏付けもなく気ま

まに書き連ね、原告への人身攻撃をあたかも

「正当防衛」であるかのように言えば言うほど、

被告が行った能瀬氏個人への誹謗中傷行為

が明確な違法行為であることを自ら認めること

になる。 

 能瀬氏への機関紙1面を全面使った名指し

の誹謗中傷行為について、もしそれが違法行

為でないという確信が被告にあれば、能瀬氏

や榎原氏が従前に行った単なる言論表現活

動を敢えて「違法行為」と強弁する「駄目もと」

の展開必要はないだろう。事実をもって言論

活動を対置すれば済むことである。原告の言

論活動に対して、別のところから引っ張ってき

た「存在しない違法行為」を対置したがる被告

の心境はまさに、真正の罪人の境地にも見え

る。 

 

■意見を異にする被害者家族を、憎しみを込

めて容赦なく叩く被告 

 ただし、許し難く、異常なことに、被害者家

族への人格毀損の個人攻撃は執拗に続けら

れており一層エスカレートしている。 

準備書面 ｐ３ 

「●●の書く文章は、乙１４、１７がそうである

が、稚拙な文章で、時に何を言わんとされて

いるのかすら、読み取り難い文章である。」（あ

まりに尾篭な表現なので名誉毀損行為に拍

車をかけないため氏名は伏せた） 

コメント→ “●●がちゃんとした文書を書いた

裏には誰かがいる。それは原告に決まってい

る。だから原告が黒幕だ。だから、原告をどん

なに攻撃してもかまわない”という驚くべきロ

ジックをあいもかわらず主張しているが、これ

はもはや「論理」ではなく創作物語の世界であ

る。 

 こんな勝手な決め付けの三段論法で、市民

を大々的に攻撃できるのなら、被害者家族を

励ます近所の親切な町内会長も原告と同じ目

にあっても仕方ないことになる。物言う被害者

を助ける一般市民は、それを不愉快に思うとこ

ろの独裁的支配を平然と行う被害者団体から

「破壊者」としてレッテルを貼られ、どんな人身

攻撃をうけても仕方ないという、戦後の日本社

会ではあまり聞かない政治的「粛正」の論理で

ある。「粛清」の思想を熟知される賢明な市民

には、このような所業の背景思想に思い当た

る節のある方も少なくないだろう。 

 自らが気に入らない意見をいわれれば誰で

も不愉快になるのはわかるが、一市民を叩き

潰すために組織がその機関紙媒体を用いて、

私人である一般市民の名前をあげつらって

（しかも半ば呼び捨て）糾弾するのは重大な政

治的行為である。その場合は、厳正な事実に

基づいた正確な内容でなければ名誉毀損と

いうさらに明白な違法行為となり、国民全体を

敵に回すことになる。過ちを潔く認め、深く反

省して真摯な気持ちで出直すのではなく、自

己弁護に狂奔し、攻撃の矢を乱射すればする
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ほど、歴史上に恥ずべき記録として残るだけ

である。 

■“恒久救済対策案の実現を基金に求めるこ

とは不可能”と公式表明 

準備書面ｐ１１ 

 「森永告発の人達は、恒久救済対策案の内

容の実現を、ひかり協会に求めることはできな

いことを知っている。」  

コメント→日本語文法の用法は国内で統一さ

れていないのだろうか？ いや日本語は日本

語だから日本語として解釈してかまわないは

ずである。 

これは、おどろきもののき、の目を疑う発言で

ある。「森永告発」という他人のふんどしを勝

手に使って、自ら、「三者会談」の内容を公然

と否定した発言である。 

準備書面ｐ11-12 

「原告は…（中略）…根拠として森永乳業株

式会社が三者会談で全面補償をする約束を

していたかのように虚偽の主張をすることにな

り、これが実現しないのは、被告やひかり協会

の役員が森永乳業株式会社の言いなりに

なっているという、最悪の偽りの上に偽りを重

ねて言わねばならなくなっている。まともな状

態ではない。そこで多くの人々は、原告の主

張が正しくないことに気付き、原告にはつい

ていかない。」 

コメント１→「森永乳業株式会社が三者会談

で全面補償をする約束をしていたかのように

虚偽の主張」 

→この公文書内容は良識ある会員

が見れば、驚愕するだろうが、批

判の自由が保障されていないか

ら、反抗できないことを踏んだ上

で、被告がたびたび権威付けとし

て引き合いに出す三者会談の内

容を「いい機会」とばかりに公然と

捻じ曲げて憚らない。つまり、批判

の自由が否定されたところには、な

んでもありとなる典型である。文中

の「最悪の偽りの上に偽りを重ねて

言わねばならなくなっている。まと

もな状態ではない。」はそっくり被

告に跳ね返る言葉である。 

コメント２→「そこで多くの人々は、原告の主張

が正しくないことに気付き、原告にはついてい

かない。」 

→被告は一方で、「原告の誤った

宣伝にのせられ、原告の主張に同

調する人が出かねない。●●など

の原告の同調者が見本である」（ｐ

１８）「原告に迷わされることがない

ように、宣伝活動を強めざるを得な

い」（ｐ１９）などと同じ準備書面で、

「恐くてしかたありません」的表現を

しつこく展開する。いったいどっち

が本当なのだろうか？たぶん同調

者が増えるのが嫌なのだろう。 

１．被告が、事実に基づいて

原告への反論をしても、

それでも会員に同調者が

現れるばあい、それは、

原告の主張がある程度正

しいということが証明され

たことであり、被告はそれ

を取りいれる義務がある。

民主主義の掟である。 

２．被告が、事実に基づかな

い原告への批判をして、

同調者を抑制したなら

ば、それは被告が公害被

害者を機関紙という強力

な媒体を悪用して、会員

を騙して管理していること

が証明されるのが民主主

義の掟である。 

 

被告は虚勢をはって「多
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くの人々は、…（中略）…

原告にはついていかな

い」などと言うほど、その

罪深さを自分で強調して

いる。 
 

 

【能瀬氏提出の準備書面】   

平成21年(ワ)第249号損害賠償等請求事件 

 原告 能瀬 英太郎 

 被告 森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会 

 準 備 書 面 

  (第 6 回)                    

                       

平成22年４月28日 

岡山地方裁判所第2民事部2Ａ１係 御中 

            原告 能瀬 英太郎 

第一 以下被告準備書面(7)に対する原告の主

張を述べるが、まず全体的な批判を第一項で述

べ、第二項で「争点整理メモ」に従って①から⑤

までの被告の主張に反駁したい。 

 被告の準備書面(7)においてなされている主張

は、いままでの主張の焼き直しであり、なんら新

しいものはない。これまでの被告の主張には具体

的な根拠もなく、原告の反論によってことごとく

崩壊している。原告に対する も有効な反論は、

確実な証拠をもってなされなければ無意味であ

る。 

 ところが元々根拠のない虚構の上にたって、原

告を誹謗中傷してきたが、被告は準備書面を提出

する度にそれらの矛盾が明らかになってきた。そ

こで被告が準備書面(７)でなしえたことは、好戦

的で、感情的、刺激的であるが無内容な言辞を弄

して、声高に叫ぶことであった。その特徴として

あげるならば、「破壊」を15回、「妨害」を5
回、さらに「攪乱」、「戦争」、「工作」などの

普通では使用されない言葉を多用していることで

ある。それでも足りないとみえて、「反乱軍」や

「戦争開始」などまで登場させている。被告はよ

ほど戦争がお好きなようで、生来平和主義者の原

告とは議論が噛み合わないはずである。 

 さらに被告規約の前文1および6には「被害者や

障害者の人格を尊重」を掲げているにもかかわら

ず、榎原氏の人格を無視して敬称を略し、「榎原

の書く文章は、乙14、17がそうであるが、稚拙な

文章で、時に何を言わんとされているのかすら、

読み取り難い文章である。」(被告準備書面(7)3
頁)とまで書く。榎原氏の文章は、読む者が真摯な

気持ちで向かえば、よく理解できるものである。

一方「ひかり」や「ふれあい」に掲載された編集

者による文章は、あいまいで、理解不能なものが

多い。榎原氏の文章からは真意が汲み取れるが、

「ひかり」と「ふれあい」からは真意をわざと

「はぐらかす」意図のみが顕著である。 

 被告準備書面(7)も同様で、わざと「あいまい」

な言葉を使って、実態をごまかそうとする意図が

明白な箇所が多々ある。一例をひけば13頁(b)にお

いて「体制づくりに多額の費用を投入」や「多く

の専門家を確保して人件費をかけて」というとこ

ろなどである。「体制づくり」とは（a）を受け

て「相談活動を重視して、総合的な対応」のこと

と推測できる。ひかり協会設立から35年もたって

何を今更「体制づくり」かと、これは単なるゴマ

カシとしかきこえない。「専門家を確保して人件

費をかけて」とは専門家による相談事業のことを

指しているのなら、毎年の予算に「相談」項目は

計上されている。被告はそこのところを、わざと

あいまいにしている。 

 これらは生活手当と比較して職員給与が高すぎ

るという、原告の批判に対する弁解と推測でき

る。この「人件費」は職員給与とは別なのか、含

まれるものなのか、そのことをあいまいにするこ

とで実態を覆い隠そうとしている。「専門家を確

保して人件費をかけて」いるのが「相談事業」の

ことであれば、20年前から減少を続けている。

1989年に全予算に占める割合が8％であったもの

が、2009年には2.9%になっている。20年前には

協力員制度はなかったので、すべて専門家による

相談であった。それが被告会員による「救済事業

協力員制度」が発足し、専門家に代わって相談活

動などを行うようになった。2.9%の中には協力員

の費用(年額1万円と食事、交通費などの実費支給)
も含まれているのである(甲第74号証)。だから余

計に「相談活動を重視して」が空々しく響く。

「専門家の確保」という「専門家」がどのような

「専門家」を意味するものか、明らかにすること

が求められる。 

 第二、1 甲第1号証によれば、原告の動機を、

「自分達「森永告発」を「支援者でなく妨害者」

と決定した守る会に対し、恨みを募らせ、あわよ
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くば守る会を変質させ、ひかり協会を破壊しよう

とねらっている」としている。(争点整理メモ「文

章⑤」)その結果「文章①」から「文章④」の行動

になったと断定している。原告が行動を起こす動

機「文章⑤」が被告の憶測による、事実無根の妄

想によって生み出された虚構であることが証明さ

れれば、原告の目的と被告が断定する「救済事業

の破壊」、原告がその手段として使った「文章

①」から「文章④」の仮定はすべて崩壊すること

になる。 

 上記の事実はすでに原告準備書面(第1回)の8頁
以下で述べ、甲第６号証から甲第19号証までの書

証によって証明されている。さらに付け加えると

すれば、原告は被告機関紙「ひかり」の発送名簿

を管理し、入退会の会員名は直ちに原告に報告(甲
第75号証)されていた。だから、もし原告が「恨

みをもっていれば」宛名印刷機を利用して即座に

森永告発の主張を、被告全会員に発送することは

可能であった。 

 原告から宛名印刷を被告に引き継ぐ折に、宛名

カードも一緒に手渡したが、これは全部原告が作

成したものである。被告においては、新たに原告

と同型のアベアドレス製の宛名印刷機を購入し

た。原告の手元に宛名印刷機と被告全会員名簿(甲
第76号証)はのこっている。原告がやらなくても

森永告発の他の会員に貸して、森永告発の主張を

被告会員におくることは簡単なことだ。しかし原

告は被告に対し「恨みをもって」いなかったの

で、森永告発の運動に会員名簿は利用しなかっ

た。 

 被告会員による宛名印刷と「ひかり」発送作業

は、その後暫くして実行不能になった。それはこ

の作業がそれほど安易なことではないことを物

語っている。原告は長年にわたって、遅滞なく正

確に被告機関紙「ひかり」を会員に届ける作業を

してきた。それは本心から恒久対策案の実現を望

んだからに他ならない。 

 森永告発が正確にはいつまで存在したかを、原

告はしらない。原告準備書面(第1回)第1、7、10
頁以下で述べたような事情で原告は運動から離れ

た。森永告発は多様な意見を持つ個人の集まりで

あることは、すでに述べているところである。ひ

かり協会を五人委員会の再版だという意見もあれ

ば、設立間なしで評価するのは時期尚早だという

意見もあった。それらの実態を調べもしないで、

全部の会員を十把一絡げのようにとらえるのは、

それは被告の実態と森永告発を同一視するにすぎ

ない。森永告発が組織としての実体がなくなって

久しいのに、30年も前に発行された機関紙の文言

を引き合いに出して、原告が「森永告発の人」だ

から、30年前の森永告発と同一の行動をとるとい

う仮定は牽強付会もはなはだしい。被告は原告を

森永告発の会員だと言い続けてきたが、それが崩

れて苦し紛れに「森永告発の人」を考えたもので

あろう。 

2 「文章①」について 

 被告は「争点整理メモ」による釈明を、準備書

面(3)で展開したが、原告準備書面(第3回)での反

論により、虚偽の事実であることが明白になっ

た。そこで被告は準備書面(7)では「吹き込み煽動

してきた」というのをやめ、「原告と榎原の２人

だけ」とか「原告１人の運動であり、そのために

榎原を利用している」に変わってきた。このこと

は、原告が煽動したという被告の憶測による仮定

が、事実無根であることの表明であるといえよ

う。 

3 「文章②」について 

 原告は準備書面(第3回)において、妨害行為をし

ていない(甲第77号証)ことを主張し、被告に妨害

活動をした証拠を示せと要求した。しかし被告は

準備書面(7)で主張しているのは「現場に来ている

ということ自体、指導者として来ている」のだか

ら妨害だという、珍妙な理論ともいえない詭弁を

弄していることである。 

 この理屈にしたがえば、もし原告が檸檬をもっ

てひかり協会の事務所前を通行すれば、手投げ弾

に似ているものを持っていることを理由に、ひか

り協会を爆破するために通行したことになる。森

永乳業の株主総会の会場前を偶然に通りかかれ

ば、総会屋と組んで議事妨害に来たことになり、

厚労省前を通りかかれば、テロを行うために来た

といわれるだろう。それ以外に来る目的がないは

ずだとして。 

 被告準備書面(７)37頁④には榎原氏が「総会に

参加する会員に働きかけた」とあり、榎原氏本人

に確かめたところそのような事実はないと否定し

た。 

4 「文章③」について 

 原告が榎原氏のホームページ掲示板に書き込ん

だことは、すべて事実に基づいている。それらの

ほとんどはひかり協会の救済事業に対する批判で

ある。ひかり協会への批判が被告を誹謗中傷した

ことになるというが、それが原告にはどうも理解

できない。このことについては、すでに繰り返し

反論しているが、納得のいく説明がなされたこと
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はない。被告は準備書面(7)の10頁6行目に「恒久

対策案と現在のひかり協会の救済とを、原告の主

張のように、直接比較することは、そもそもでき

ないことである」と述べている。しかし被告発行

の『守る会運動の歴史から「三者会談方式」を学

ぶ』においても『ひかり協会10年の歩み』、『ひ

かり協会30年の歩み』さらには、ひかり協会の

ホームページの中に設けられた「『守る会』紹

介」にも恒久対策案の全文が掲載されている(甲第

78号証)。これらは何を意味しているのであろう

か。掲載された恒久対策案のどこにも「断り書

き」で「これは実行できないものです」とは書い

てはない。 

 さらに被告準備書面（7）10頁8行目では「恒久

対策案のごく一部とひかり協会の救済のごく一部

だけを比較」というが、それは紙数の関係で特徴

的な一部を比較しているにすぎない。 

 お望みとあれば、別の一部である恒久対策案Ⅱ

具体的対策（5）（ト）Ⓐ～Ⓓ「収容施設」につい

ても比較を試みよう。甲第29号証46頁下から9行目

に記した「太陽の村」について紹介しよう。これ

は被告会員、支援者からカンパを募り、1976年2月
には原告も参加してプレハブの作業棟などを建設

した。その後施設を増設して多数の被害者が利用

するようになった。太陽の村には果樹園や農園が

付属していて、農作業や陶芸を行いながら生活す

る、重症者の集団活動の場として重宝されてい

た。1979年1月には被告からひかり協会へ移譲され

たが、88年2月には確たる理由もなく廃村になっ

た。ここに通っていた重症者は無責任に放り出さ

れ、行き場を失ってしまった。その後宿泊施設(甲
第79号証)として利用者も多かった一戸建ての家屋

は、売却処分された。太陽の村建設運動として、

支援者や被告の親達の善意の結晶は、ひかり協会

によって弊履のごとく捨て去られてしまった。 

 死者については恒久対策案Ⅲの(1)に規定され

「死者に対する補償 死亡者に対しては、死亡に

伴って生じた一切の損害について補償すること」

となっている。さらに被告は1975年12月14日に決

議までして「死亡被害者の遺族の救済について」

を発表している。そのなかには「死亡した被害者

とその遺族、今後死亡する被害者とその遺族の救

済について、森永は全面的に責任を負うべき義務

があり」とまで述べている。恒久対策案に盛ら

れ、さらにこれとは別に決議までしていながら、

現実に実行されているのは40万円の葬祭料の支払

いのみである。これが「森永は全面的に責任を負

うべき義務」を果たしているといえるのだろう

か。死者の補償について被告は沈黙を守っている

ことから考えると、被害者の命を被告は僅か40万
円にしかすぎないと、みずから認めていることに

なる。（甲第80号証） 

 「死亡被害者の遺族の救済について」が発表さ

れる約一月前に「『森永告発』に対する守る会の

態度」という声明が発表されている。前者につい

ては沈黙をまもり、後者については喋々しく声高

にしゃべりまくっている。これはきっと前者を覆

い隠すための作戦かもしれない。 

5 「文章④」について 

 原告から「不満や不信をもっている親族や被害

者に近づいていった」ことはない 

ということを、これまでに何度も述べている。原

告にとっては、近づいていく必要が無いからであ

り、「不満や不信をもっている親族や被害者」を

見つけること自体も不可能である。被告機関紙

「ひかり」やひかり協会報「ふれあい」には、ひ

かり協会や被告にたいする批判が掲載されている

のをみたことがない。両者にたいする批判を認め

ない方針のようだし、もともと被告会員には表現

の自由を認めない組織のようである。それについ

ては、甲第29号証53頁以下でも述べた通りであ

る。 

 では外部からの批判は許されるかといえば、原

告準備書面(第3回)第一の2で述べ、甲第30号証か

ら甲第47号証で証明したように、これも許されな

いのである。被告は榎原氏らの人権擁護委員会へ

の申立てや、原告の国会へ質問主意書の提出を依

頼しようとしたことさえ、「正常を欠く方法」だ

といって非難している。それにもまして疑問に思

うのは、原告が岡山県の公害調停窓口へ問い合わ

せたことに、「正常を欠く方法」だと非難の刃を

向けている。被告準備書面(7)では、単に公害調停

窓口へ電話で問い合わせただけのことが、いつの

まにか「公害調停申立」へと飛躍しているのであ

る。このように被告の書く事実は変遷極まりな

く、一体どれが本当のことかと、疑念を抱かざる

をえない。 

 これらのことから、甲第1号証に書かれているこ

とは、真実としての証明ができない、事実無根の

被告の妄想によって築かれた虚構以外の何者でも

ない。 

 第三 被告は原告が今までに要求した求釈明に

誠実に答えるべきである。答えられないとすれ

ば、これまで書かれたことは根拠もない事実を書

きつらねたものであると断定するほかない。 

 第四 求釈明 
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 1、榎原氏らが人権擁護委員会への申立てをした

ことや、国会へ質問主意書の提出をすることを

「正常を欠く方法」だと断定する根拠は何か。 

 2、「森永告発の人」とはどんな人を意味するの

か。 

 3、「多くの専門家を確保して」とあるが、「確

保」とはどのような雇用形態なのか釈明された

い。 

 

 

（※ちなみに、被告は上記のような原告側からの

「求釈明」---これまで２０項目近くもある---に

一切答えたことがない。勝手な決めつけを延々と

書くが、その根拠は？と釈明を求められても、そ

れに対しては一切答えない。都合の悪いことへの

黙秘ぶりもここまでくるとアッパレである） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 

■被告「守る会」の第

８回準備書面の実態 

 

被告第8回準備書面批判  

平成２２年５月２１日に被告から第８回準備書面が提出

された。３月２９日の第７回書面に引き続き２ヶ月もしな

いうちに出してくるという元気の良さである。だが内容

には見るべきものがなく、むしろ笑止なコメントがつけら

れており、それをご紹介するだけで事足りるだろう。す

でにずいぶん前から煮詰まっていたが、もう終わったと

いうしかない。 

１．今回の訴訟は、被告とは異なる「救済基

金」が実施する「事業」の内容が被害者に

とって妥当かどうか、を争う訴訟ではな

い。〈被告が争点はずしのため、自画自賛を

もって原告を攻撃するから結果的に基金や被

告の体質の問題点が明るみになってしまって

いるが） 

２．この訴訟は、事実とは異なる内容、つまり

「嘘」をもって、自らの気に入らない人物へ

の人身攻撃をした被告が日本社会におい

ては違法か合法かという、子供でもわかる

ような、すこぶる単純な争いである。被告

が、いくら紙数を費やして、能瀬氏を「嫌

いだ」「考え方が違う」「迷惑だ」と繰り返し

てみても、この争点は揺るがないし、その

ジャッジには、なんの意味も持ちえない。 

３．争点に関して、被告の展開した嘘が、「嘘

ではなく事実である」という論証は、7回も

書面を出しておきながら一度も成功してい

ない。この係争では、被告側に挙証責任

があるにもかかわらず、被告はそれを事実

上無視している。これでは、被告の敗北が

１２０％確実であることはイロハの「イ」のレ

ベルの話となる。無意味な大量の文書を

提出することで、裁判（官？）の心象に影

響力を行使し、ミスジャッジの誘発を期待

しているのなら、真実というものと、それに

基づいて厳正な判決を下す司法というも

のをなめた行為である。 

原告である能瀬氏は弁護士を雇わ

ず、本人訴訟で闘っている。一

方、被告である「守る会」は、弁

護士を立てている。いくらプロの

弁護士を立てても、クロの真実を

シロには出来ないし、信念をもっ

た一人の市民を黙らせることはで

きないという典型的なパターンが

この裁判である。 

←能瀬英太郎氏が

かつて膨大な労力

を費やしてまとめ

た被告の機関紙購

読者名簿。（森永ヒ

素ミルク中毒事件

資料館所蔵）被告

のなかで、このよ

うな重要な実務を

こなした者がいる

のだろうか？能瀬

氏への攻撃が、い

かに「恩を仇で返

す」親不孝者の行為であるかは、歴史が一番

良く知っている。もっとも恩義ある市民への

暴虐非道な攻撃は、末代まで恥をさらす行為

である。こういう市民への恩義を知る被害者

会員をすでに除名してしまっている被告は、

だからこそ、思う存分エゴイズムを全開でき

るのだろうが、因果は必ずめぐってくる。 
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被告第８回目の準備書面「証拠証明書」の

「立証事項」冒頭にある内容  

 
「原告が、共産党にメールを送った事を榎原のホーム

ページの掲示板に書き込んだ。このメールを送ったこと

やメールの内容からして、原告は共産党嫌いである。

原告が森永告発の思想の持ち主であることが伺われ

る。原告は、協会は加害者寄り、反被害者的だと中傷

している。国会議員による追及をこのころから考えてい

る。…（後略）…」  

 

 評価 

終了のゴング 

 まさに、“ここに極まれり”、のケッ

サクの「立証」努力である。珍しいもの

を見た思いだ。 

 

なんで 後の 後に共産党をを唐突に持

ち出してきたのか、理解不能である。 

 

 そもそも、原告が共産党嫌いであるか

どうか（そもそも他人が云々する問題じゃない）

は、本係争の争点からは300万光年ほど離

れている。（上記赤字部分ご参照） 

 ちなみに「森永告発の思想の持ち

主」ってなんだろうか？「共産党嫌いが

森永告発の思想」というのなら、被告は

「市民ボランティアは共産党嫌いであ

る」として、罵っていることになる。 

 

とどのつまり、共産党への態度が踏み絵

代わり？ 

 つまり、被告はついに、森永告発とい

う自由市民の集まりを、“共産党を好き

か嫌いか？”という基準でもって、公文

書上において正式に攻撃したということ

である。被告は、勢い余って自らの政治

的立場を吐露してしまったのだろうか。

それにしても奇異な文言である。（しか

も被告は、どこの国の共産党であるか正

式名称を書かない。） 

 

 原告が以前から問題にしているのは、

第三者機関といわれるひかり協会の救済

内容のあまりの低さであるのに、ひかり

協会本体は反論をせずに、被害者団体で

ある被告がしゃしゃり出てきて、猛然と

原告を誹謗中傷する。まさに本丸の親衛

隊のつもりなのだろうが自らの立場への

誠実義務を忘れたかのような国民への攻

撃ぶりである。そして、機関紙で原告を

攻撃するのに使った素材が嘘にまみれて

いることにはなんら反論もできないま

ま、ついに、左傾のような「共産党嫌い

だ！」という論点を持ち出してきた。も

うここまでくると、係争とはいえないだ

ろう。 

 

 それにしても、被告は、岡山地裁を

“共産党嫌いの国民を優先的に処罰する

ところ”だと考えているのだろうか？岡

山地裁は、確か、共産主義独裁国家の人

民法廷ではなかったように思うのだ

が…。 

 

被告第8回準備書面本文内容   

 P.1 
山田一之氏（以下山田という） 

 

榎原伊織氏（以下単に榎原という）   

 

  評価 

業務契約書じゃあるまいし、そこまで省

きたいなら、甲乙丙丁と記号にすべきだ

ろう。 

 山田氏、榎原氏と書けばいいものを、

なにがなんでも、たった一文字の「氏」

を省いてまで、もの言う被害者の親を呼

び捨てにし、見せしめにしたがっている

としか思えない姿が、こんなところにも

垣間見られる。高齢の被害者家族の親を

平然と貶めているこの姿は、映画「ク

ロッシング」と思わずダブってしまうの

は多少センチにすぎるだろうか。 

 こんな感覚や「風習」で構成員が何十

年間も教育され続けているとすれば、悲

劇そのものだ。人として、ただただ、あ

きれるばかりである。 

 25.Ｐ 

…（前略）…原告は、「協会と守る会の幹部は日

本共産党の影響を受けている」と述べている…

（中略）…そもそも、共産党の影響を受けている

か否かは、本件の争点と関係ないのではない

か。…（後略）… 

 

  評価 

そのとおりっ！ 

はじめから関係ないですよ。 

（冒頭に同じ） 

 

 原告が今係争では語ってもいないし、

問題にもしていないことを外から持ち込

んできて、本係争と関係があるかのよう

に無理やり展開しているのは被告自身で
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ある。これを論理的策略という。 

 

 被告は、前傾の文言のように、原告が

かつて被害者家族のホームページの掲示

板の書き込みで被告と共産党の関係をい

ぶかしがった（そんなことは個人の思想以前の

思考の自由だろう）にすぎないこと（下記資

料）を、断定的表現に改ざんして勝手に

前置し、“原告は救済の問題点の源に共

産党がいるとでもいいたいのだろう

か”、と展開し、そして原告を「正常な

意識とは言い難い」と、わんわんと噛み

付いた上で人格否定をする。 

 このあたりのヒステリックな展開ぶ

り、極めて特徴的である。 

 被告だけが気付いていないだけで、今

の60歳代の方にはピ～ン！とこられる方

が大勢居るだろう。 

 

 いずれにしても、こういった安っぽい

詭弁や行動を例える言葉として「マッチ

ポンプ」という言葉がある。 

 こんなミエミエのすり替えロジックで

裁判官からミスジャッジを引き出せると

でも思っているのだろうか？ 

 あまりに司法をなめた作文である。 

 

 【参考資料】 

 争点とはまったく関係ないが、被告が

調子にのって言い募るので、 小限のの

事実紹介として、原文を紹介しよう。 

 逆に、これをみるなら、被告が裁判所

へ原告の主張を改ざんして書くことが癖

になっていることが証明される。 

 裁判所へこんな改ざん文書ばかり出し

ていると、しまいに違法行為で処罰され

ないのだろうか。今係争しかりだが、仮

にも「被害者団体」を名乗る被告がこん

な不正な行為を続けるとは、日本社会も

いい加減煮詰まってきたものである。 

 

 能瀬氏が被害者家族の運営するウエブ

サイトの自由掲示板へ書き込んだ内容の

うち、日本共産党に関係するものはごく

わずかであるが、その内容は以下のとお

りである。 

-------------------------------------------- 
 「№40日本共産党への質問 投稿者:

能瀬英太郎 2003年9月9日(火)11:40」 

 

８/23に日本共産党中央委員会へメール

を送りました。下記のようなないようで

す。 

 ひかり協会へ就職したところ日本共産

党への入党を強く勧誘され、いやになっ

て退職したという話しをききました。直

接ではないにしてもかなり貴党の影響が

強いような噂は，森永砒素ミルク中毒の

被害者を守る会の会員間ではよく知られ

ています。 

 もしそうでも、被害者の味方になって

働いてくれれば、誰も異存はないのです

が、自分たち職員の待遇ばかり気をつ

かって、肝心の被害者の救済には不熱心

で困ります。被害者救済の憲法ともいえ

る「恒久対策案」からは後退ばかりし

て、加害者森永寄りの政策は目にあまり

ます。貴党の政策とはかれ離れ、大企業

「森永」を救済するような現在のひかり

協会は反被害者的ともいえます。もし貴

党と無関係ならば、このひかり協会の運

営ぶりを国会で追及してもらいたい。も

し関係があるなら早急に被害者寄りの政

策をとるよう指導してもらいたい。 

 以上のようなメールをおくりました。

するとすぐに返事がありました。 

 

能瀬氏は、以上のようなメールを日

本共産党中央委員会へ送ったとのこ

とである。するとすぐに下記のよう

な返事があったらしい。 

 

メール受け取りました。 

日本共産党中央委員会メール室 

8/23,14.34 
 

能瀬氏は、日本共産党の無回答の姿

勢に対し、さらに催促をした。 

 

No.41 日本共産党からの回答が来ました 

投稿者：能瀬英太郎 2003年9月10日(水) 

10:55  
 
私の8/23日の質問にたいする回答がないの

で、9/2日に催促をしました。そのおり質問

と回答はこの掲示板に載せることをつけく

わえました。そして当ホーム･ページのアド

レスも知らせておきました。それらのこと

を念頭にいれて、回答をお読みください。 

  

 私たちは、森永ヒ素ミルク中毒の被害者

のみなさんが、1973年の三者会談確認書に

もとづく被害者救済の恒久対策を実施・拡

充させるため、苦難をのりこえ頑張ってお
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られることに敬意を表します。「ひかり協

会」は、救済事業をになうという公的役割

をもつ法人であり私たち政党とは特別の関

係をもちませんが、被害者の意見を尊重し

「守る会」と協力して三者会談にもとづく

事業を実施しているものと考えます。 

 日本共産党質問回答係 

 03/09/09 11.37 
 

これが日本共産党の、「ひかり協

会」や被告団体の現状への「評価」

のようである。 

 

日本共産党から「お褒め頂いた」被

告は、能瀬氏の質問に感謝すべきで

はないか？能瀬氏はコメントを付け

ずに、日本共産党の回答をそのまま

掲載してくれているのであるから。 

能瀬氏に対して、何をわんわんと噛

み付いているのだろうか？ 

被告がそれほどお望みなら、さらに

追加で、一党一派との関係を能瀬氏

ではない市民や被害者家族が指摘し

ている原文一次資料を公開する。他

の事例も含めてやぶさかではない。 

   

  
 


